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平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

平成 27 年度に策定しました当該戦略は、人口減少克服と

地方創生を大きな目的としています。 

その目的を達成するため、実効性の観点を持った総合戦略

の推進が重要であると理解していますため、今年度からは、

施策の進捗状況や目標指標（KPI）の達成状況等について進

捗管理に取り組みます。 

その進捗管理については、市内の企業、教育機関、金融機 

関、労働団体、市民、市職員で構成された「柏原市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略推進委員会」を中心に行うこととし、

目標の達成状況等を検証し、PDCA サイクルのもと戦略を

推進することで、人口減少に歯止めをかけ、定住化を促進し、

持続可能なまちづくりの実現を目指します。 

 当該戦略に位置付けた施策および事業を実施したことによ

る、平成２７年度の目標指標（KPI）の達成状況と今年度の

取組について、市内の企業、教育機関、金融機関、労働団体、

市民、市職員で構成する推進委員会で、目標指標（KPI）の

達成状況を報告し、今後の方向性について、各専門分野から

の意見をいただき、検証等を行いました。 

その検証に基づき、今年度も国の地方創生交付金を活用し

て、創生総合戦略の基本目標である「子育てナンバーワン」、

「働きやすさ」、「まちの魅力発信」、「暮らしやすさ」、に繋が

る新たな事業を実施しました。 

 

 

政策推進部長マニフェスト（評価及び検証） 

柏原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 

 

 

 難易度 

 A 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

創生総合戦略に位置づけた施策を着実に推進します。 

・創生総合戦略推進委員会における評価を実施します（平成 

27 年度実績） 

・評価により計画の修正やバージョンアップを行います 

・施策の実施について優先順位付けを行います（平成 29 年 

度実施） 

 

  

 創生総合戦略推進委員会において、平成２７年度実績に対

する評価を実施しました。 

その結果、目標達成に向けて順調に進んでいる施策もあれ

ば、人口減少の影響等により目標達成が困難な施策も見えて

きたことから、施策や事業の内容を見直して、改訂版を作成

しました。 

 具体的には、最終年度の目標に到達している事業に関して

は、さらに高い目標を目指して目標指標（KPI）を改定しま

した。また、人口の維持につながるような新たな施策や事業

を検討し、それらを含めた各施策や事業において、より効果

的と思われる事業を優先的に実施して行けるよう、創生総合

戦略を見直しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

創生総合戦略に位置づけた施策を推進することで、人口減

少に歯止めがかかり、定住化が促進されます。 

このことから、市民意識調査の「就労支援」、「商業」、「工

業」、「子育て支援」の項目において満足度が前回数値より高

まります。 

  

市民意識調査の①就労支援、②商業・工業・農業、③子育

て支援の項目について、前回との満足度の数値比較を行った

結果、①就労支援は、前回 2.88 から今回 2.73、②商業・

工業・農業の平均値は、前回 2.95 から今回 2.80、③子育

て支援は、前回 3.31 から今回 3.20 といずれもやや下降し

ていますが、各項目の重要度を見ると、いずれも「重要であ

る」という市民意識の高さがうかがえます。また、本市に「住

み続けたい」と回答した割合は約 80％にのぼり、昨年と比

較すると約 15 ポイント増加しています。 

これは、多くの市民が市に愛着を持っていることを表して

いると同時に、地方創生や地域活性化にしっかりと取り組ん

でいかなければならないという事を再認識させられるもので

あり、市民意識調査の結果を真摯に受け止めております。 

今後も、引き続き、創生総合戦略の PDCA サイクルをし

っかりと実行していき、地方創生交付金も活用して新たな事

業を展開しながら、結果として市民満足度が高揚するよう、

地方創生を推進していきます。 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理、財政負担の軽減や

平準化の他、公共施設全体の最適な配置をデザイン化するこ

とを目的に公共施設等総合管理計画を策定します。 

当該計画策定に際して、その最適な配置を実現するため、

公共施設の統廃合や複合化を行うことが必須となると考え

られますが、市民及び利用者との合意形成を図るためには、

相応の客観性を確保した「再配置案」が必要と考えています。 

このため、学識経験者等の外部委員を中心に構成する「総合

管理計画専門委員会」で専門的かつ客観性が確保された見地

から再配置案の検証を行い、その意見を十分踏まえること

で、できるだけ蓋然性の高い案を作成します。 

 

  

 実効性の高い計画とするため、「総合管理計画専門委員会」

の委員として、大阪教育大学（住居学）、関西福祉科学大学（福

祉学）、近畿大学（都市計画学）の教授、准教授 3 名を外部

委員とし、これまでに３回開催しました。 

その委員会では、公共施設の現状分析や維持管理方針の案、

パブリックコメントに示す素案の作成など、段階毎に専門的

見地からの検証を行っております。また、庁内 LAN を通じ

て全職員に中間報告を行うとともに、施設所管課へのヒアリ

ングや職員からの意見聴取を実施し、その意見を反映するな

ど、全庁的な取り組みとして、公共施設等総合管理計画の策

定を進めています。 

 

 

 

公共施設等総合管理計画及び再配置案の策定 

 

 

 難易度 

 S 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

決められた期限内（年度内）に、客観性が高く、かつ専門

的裏付けのある蓋然性の高い総合管理計画と再配置案を策

定する 

・公共施設等総合管理計画専門委員会の開催：４回（５月下

旬、８月下旬、11 月下旬、2 月下旬） 

・パブリックコメントの実施：総合管理計画 12 月、再配置

案１月 

 

  

・公共施設等総合管理計画専門委員会 

 第 1 回委員会 平成 28 年 5 月 27 日 

  現状分析、施設評価方法、再配置案の考え方 

 第 2 回委員会 平成 28 年 8 月 31 日 

  現状と課題の整理、全体方針、数値目標、再配置案の検討案 

 第 3 回委員会 平成 28 年 11 月 29 日 

  公共施設等総合管理計画（素案） 

公共施設の基本デザイン案（再配置案の名称変更） 

 第 4 回委員会 平成 28 年 3 月予定 

  最終検証 

・パブリックコメント 

 公共施設等総合管理計画（素案） 

  平成 28年 11 月 25 日～平成 28年 12月 16 日 

 公共施設の基本デザイン案（素案） 

  平成 28年 12 月 26 日～平成 29年 1 月 16 日（予定） 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

総合管理計画と再配置案を策定し周知することで、市民の

市政に対する信頼と期待が高まります。 

このことにより、市民意識調査の「行財政改革」、「財政運

営」の項目において満足度が前回数値より高まります。 

  

 総合管理計画と再配置案は平成 29 年 3 月策定に向け、策定作

業は当初の計画通り進捗しています。 

 これまで、公式ウェブサイトや広報かしわらで策定状況を報告、

パブリックコメントによる素案の提示など、随時周知しており、ま

た、市議会からの公共施設等総合管理計画や再配置案の策定状況に

関する質問などがあり、公共施設の最適化への期待は大きいと考え

ています。 

 しかしながら今回、市民意識調査において、前回との満足度の数

値比較を行った結果、「行財政改革」が前回 2.80 から今回 2.71、

「財政運営」が前回 2.84 から今回 2.64となり、それぞれ満足度

が下降した結果となりました。 

今後、市民の市政に対する信頼と期待を高めるため、公共施設等

総合管理計画の周知徹底、また、実行に向けて具体的に取り組む姿

勢を示し、その結果として、市民意識調査の「行財政改革」、「財政

運営」の満足度が高まるものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

多様化する行政需要に対応し、良質な行政サービスを提供

するうえで、職員は最も重要な要素の一つであり、職員の人

材育成と士気の高揚は、行政サービスの向上に大きな影響を

与えます。このことから、職員研修の充実や、客観性・透明

性が高く公平かつ公正な人事制度を確立するとともに、事務

量の増減に対応した適正な職員配置を行います。 

その上で、適正な定員管理のもと、能力・実績に基づく人

事管理の徹底、多種多様な人材の確保、及び女性職員の活躍

を推進するとともに、過重労働の防止など健康管理に努め、

また、全職員がやりがいや充実感を持ちながら働くことがで

きるよう、ワークライフバランスを推進します。 

とりわけ、本年度以降、法に基づき、人事評価結果を任用

や給与等に反映することが義務付けられることから、すでに

試行実施しています人事評価制度を、本年度から本格運用を

開始し、齟齬の無いよう適正に運用します。 

  人事管理全般については、遂行目標の達成に向けて取組み、

特に第2次定員適正化計画に基づいた計画的採用を行うとと

もに、キャリアに応じた研修や受講者が選択できる研修を実

施しました。また、28 年 3 月策定の「女性活躍推進法に基

づく柏原市特定事業主行動計画」に基づき、ワークライフバ

ランスの向上を推進し、本市職員の有給休暇取得率は、府下

最下位を脱し改善傾向にあるものの、依然、改善途上であり、

さらに取得しやすい環境づくりを目指します。  

 人事評価制度については、法に基づき、人事評価結果を任

用や給与等に反映することで、頑張るものが報われるシステ

ムを構築すべく、次年度中の反映を目指して、評価者におけ

る評価基準の均一化のための評価者研修などを実施し、納得

性の高い評価制度とする取組を推進しました。 

 

 

人事評価制度の確立及び職員定員の適正化 

 

 

 難易度 

 S 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・「柏原市第 2 次定員適正化計画」（平成 36 年度までの 10

年計画）に基づきまして、計画的に人員配置の適正化に取り

組みます 

・人事評価結果を任用や給与等に反映するため、既に試行的

に導入している業績評価と能力評価を組み合わせた人事評

価を正式に本格実施します 

  

・職員定員適正化 

平成29年4月1日時点の職員数目標値は481名ですが、

権限移譲や制度改正等で事務量が増大する中、新規採用者数

と欠員補充の調整を図ることにより、目標値は達成できる見

込みです。 

◎平成 29 年 4 月 1 日予定職員数 475 名 

 

・人事評価制度の確立 

 現在の人事評価制度は、法改正を想定して 2 年間試行実施

し、評価者・被評価者とも制度理解は深まっているものの、

評価者における評価基準均一化に一定課題が残るため、8 月

と 11 月に評価者研修を実施し、具体的な評価事例や考え方

等を学び共有することにより、その改善に取組みました。 

 なお、評価反映のための次年度に向けた評価作業スケジュ

ールは計画どおり進めています。 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

職員のやる気を引き出すことにより、職場組織における業

務遂行能力の向上を図り、市民の行政サービス満足度が高ま

ります。 

このことにより、市民意識調査の「市民サービス」の項目、

また、市政に対する満足度という意味で全項目の平均の満足

度が前回数値より高まります。 

  

人事評価制度においては、実際の評価結果反映は次年度か

らとなりますが、試行から本格実施に移行しました。 

このことから、職員間の制度理解が深まることによって、

目標管理の徹底や自己研さんによるスキルアップにつながる

ものと考えておりますが、成果が顕在化するには数年度にわ

たるスパンの長い取り組みとなります。 

また、市民意識調査の「市民サービス」の項目について、

前回との満足度の数値比較を行った結果、前回 3.24 から今

回 3.13 となり、「市民サービス」の満足度が 0.11 ポイント

下降した結果となりましたが、引き続き、市民サービスの満

足度が向上するよう、評価制度の充実や研修等による職員の

資質向上とやる気の創出に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

これまで誌面のリニューアルや掲載内容の多様化に取り

組んできたことから、市民の皆様からも一定の好評を得てい

るところです。 

また、あわせて新たな広報手段として導入した SNS もし

っかり定着し、今や府下でもトップクラスの充実度を誇るも

のとなっています。 

今後は、さらに市政情報の提供体制を充実させるため、そ

れぞれ各課から出てくる情報はもとより、「新たな地域資源」

や「まちの魅力」を掘り起こし、広報広聴課が取材により収

集する情報の充実をはかります。 

そして、あわせまして、全職員が自ら SNS などを使い情報

発信できるようなスキルの体得と意識改革も促進します。 

  

市政情報の提供体制の充実を図るため、「柏原市公式ソーシ

ャルメディアによる市政情報発信事務取扱要領」を作成し、

各課からの情報提供のシステムを構築し、運用を開始しまし

た。 

また、行政情報だけでなく、「まちの話題」もフェイスブッ

ク等に掲載するため、広報広聴課の取材による情報発信にも

努めました。 

さらに、職員対象のＳＮＳなどの研修を実施し、スキルの

体得と意識改革の啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

広報広聴活動の推進 

 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・広報「かしわら」を毎月 1 回発行します。 

・まちの魅力を満載した広報特集号を年 2 回作成し、市の

内外に配付します。 

・公式 facebook を開庁日は毎日更新し、閉庁時にも更新

に努めます。 

・公式 facebook ページの「いいね」数 3,000 件を目指し

ます。 

・職員対象の facebook 研修会を２回以上開催します。 

・広報広聴課による取材を毎月行い、新たな魅力等の発掘を

行います。 

  

・毎月１回発行する広報誌では、「柏原最前線」などの市政情

報の充実や、カラーページ・写真情報の活用により、メリハ

リのある、読みやすい誌面を作成しました。 

・１０月には、まちの魅力を満載した広報特集号「柏原市は

今、自転車が熱い！」を発行し、市内に全戸配布、併せて周

辺自治体や観光協会（八尾市・藤井寺市・羽曳野市・富田林

市・河内長野市・香芝市・三郷町・王寺町）、ＪＲや近鉄の駅、

周辺道の駅などに配架しました。 

また、３月には、「かしわらの自然」をテーマにした特集号

を発行予定です。 

・公式 facebook を開庁日は毎日更新し、閉庁時の更新にも

努めました。 

・公式 facebook ページの「いいね」数は、積極的な情報発

信に努めましたが、約 2,800 件に留まりました。 

・職員対象の facebook 研修会を２回開催しました。 

・広報広聴課による取材も毎月数回行い、新たな魅力等を発

信しました。 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

適切な情報発信により、市民が市政に関心を持ち、積極的

に市政に参加できる環境が整います。また、市民が「まちの

魅力」を誇りに感じ、住んでみたい、住み続けたいまちとし

て、定住化が図られると共に市民満足度が高まります。 

このことにより、市民意識調査の「市政参画」の項目にお

いて満足度が前回数値より高まり、併せて人口減少率が低下

します。 

  

市民意識調査の「市政参画」の項目について、前回との満

足度の数値比較を行った結果、前回 2.85 から今回 2.79 と

なり、「市民サービス」の満足度が 0.06 ポイント下降した結

果となりました。 

 

また、人口減少率は、平成２７年１２月末（昨年同比△７

７２人）と平成 28 年１２月末（昨年同比△６４６人）との

比較で、0.165％改善されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑤           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

人口減少、少子高齢化による歳入の減と歳出の増、直近で

は庁舎建設基金の取り崩しなど、厳しさが増す財政状況にお

いて、今こそ全庁一体となった、危機感を持った行財政運営

を確立させなければならないと考えております。 

そこで H27～31 年度、5 ヵ年の財政収支見通しにおい

て予測された、歳入不足（34 億円）を解消するための取組

である「柏原市行財政健全化戦略」における具体的取組につ

いて、既に平成 27 年度から取り組んでいます。 

健全化目標を達成するためには、PDCA サイクルによる

推進、すなわち、今あります行財政健全化戦略の具体的取組

項目の進捗管理と適宜見直し、財源確保を含めた新たな取組

を推進することが不可欠です。 

 

 

  

平成 27 年度の取組予定額 636,660 千円に対し、取組実績額

520,830 千円と、115,830 千円届かなかったため、5 箇年の健

全化目標額 34 億円の達成に向け、新電力の導入や職員の給与カッ

トなどの取組を新たに位置付けるなど、具体的取組項目の見直しを

図りました。 

健全化目標を達成するため、副市長、総務部、財務部、政策推進

部で構成する行財政健全化戦略会議を開催し、新規の取組項目を検

討する他、予定している取組内容や実施時期の精査を行い、具体的

取組項目の進行管理に努めています。 

また、ふるさと納税は、総務省から高額返礼品の見直しの通知が

あり、平成 28 年度の寄付額は平成 27 年度の寄付額と比較して、

大幅に減少する見込みとなっています。 

行財政健全化戦略の推進 

 

 難易度 

 S 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・行財政健全化戦略の具体的取り組み項目について、全部局

の事業を対象に再検討し、戦術や目標設定の見直し、及び、

新規の取組の掘り起こしを行います。 

 （目標）現行の取組項目数及び取組額の増 

・ふるさと納税制度を推進し、まちづくり応援寄付金による

歳入増をはかります。 

 （目標）４億５５００万円の寄付金収受 ※予算額より 

  

・平成 28 年 4 月 15 日から 16 日まで、行財政健全化戦略

の新たな具体的取組項目等の調査を実施し、結果、11 項目

の掘り起こしを行い、現在、具体的取組項目数は 56 項目と

なりました。これにより、現時点で当初の目標額を達成でき

るものとなっています。 

・ふるさと納税は、高額返礼品の取扱いを休止したため、目

標額の達成は見込めない状況にあります。少しでも、寄付額

を収受できるよう、新しいふるさと納税受付けネットサイト

の開設を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

財政面においては、財政調整基金の取り崩しに依らず、歳

入歳出が均衡若しくは黒字化します。 

また、このことにより、市民意識調査の「行財政改革」、

「財政運営」の項目において満足度が前回数値より高まりま

す。 

  

行財政健全化戦略の新たな具体的取組項目を掘り起し実施

するなど機動的に計画の見直しを図ったものの、現時点での

平成 28 年度の決算見込みでは、財政調整基金を取り崩す見

込みとなっており、更なる行財政改革の推進を図らなければ

ならない状況です。 

こうした状況もあって、市民意識調査において、前回との

満足度の数値比較を行った結果、「行財政改革」が前回 2.80

から今回 2.71、「財政運営」が前回 2.84 から今回 2.64 と

なり、それぞれ満足度が下降した結果となりました。 

 早期の健全化を実現するため、引き続き、行財政改革の手

を緩めることなく、支出の抑制を図るとともに、あらゆる財

源確保の手段を検討し、取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・体制が変更となっても、必要な事業は行政主導で継続性をもって取り組むこと。 

・人口減少を見据え、柏原市独自の価値観・発想をもって取り組むこと。 

・公共施設等総合管理計画の策定については、大きく評価することができる。今後はこの計画に基づき継続性を持って取り組むこと。 

 ・行政手続きや規定の変更など、市役所の仕事の発信を充実させていくこと。 

 ・職員定員の適正化については、コンパクトな市役所づくりを念頭に進めること。 

 

 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

市長のコメント 



 

02総務部  1 

 

平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

市内循環バスは、利用実態を踏まえた効率性及び利便性の

向上を図るため、現在の利用状況の調査、分析を行い、市民

生活に著しい影響を与えることがないように配慮しながら、

運行経路、時刻表、停留所の位置等を見直し、安全で快適な

運行を実施し、利用の促進を図ってまいります。 

また、平成 28 年度も運行業務の民間委託を継続し、経費 

の節減や業務の効率化を目指して、利用者へのサービスの向

上を図りながら、今後の運営形態について検討を進めてまい

ります。 

 市内循環バス事業の充実（利用者の拡大）と効率的な運営（経費

の削減）に向けた取組みにつきましては、配布しております停留所

の位置図の修正作業を行い、利用者に、より正確にわかりやすいも

のとなるよう、最新の情報を掲載した位置図を作成いたしました。 

また、利便性の向上を図るため、柏原市ウェブサイトの柏原マッ

プ内に、「市内循環バス停留所の位置（写真）と時刻表」の掲載を

行いました。 

経費の削減では、平成 27 年 6 月から開始しました運行業務の

民間委託を、平成 28年度も継続して実施していますが、民間委託

の成果について検証し、将来的な運営形態の検討を行いました。 

 

総務部長マニフェスト（評価及び検証） 

市内循環バスの利用促進と効率的な運営を図ります。 

 

 難易度 

 A 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

市内循環バスは、マイクロバス車両４台、小型バス車両１

台の計５台のバス車両により、市内６０か所の停留所を５ル

ートに分けて運行しています。 

平成２７年度の乗降者数は 228,719 人で、平成 26 年度

と比較して 13,581 人（約 5.6％）の減少となっておりま

す。 

これは、平成２７年６月からスクールバスの運行が開始さ

れたことにより、堅上小・中学校の児童・生徒の利用がなく

なったことが主な要因であり、一般利用者の乗降者数は同程

度となっております。 

平成２８年度は、さらに利便性の向上を図り、年間乗降者 

数５千人増（１日平均２０人増）を目指してまいります。 

 

  

市内循環バスの運行経路に６０ヵ所の停留所を設置しています

が、新たな利用者の増加を図るとともに、安全に乗降していただく

ために、停留所2ヵ所（玉手浄水場前、田辺）の位置変更を行いま

した。 

平成２８年１２月末現在の乗降者数は、１７５,１７７人（1日平

均９６２人）で、前年同時期の乗降者数１７５,５６４ 人（1日平

均９６４人）と比較して３８７人の減少となっております。   

 今年度の乗降者数を、前年度（２２８,７１９人）と比較して、

５千人増を目標に取り組んでおりますが、達成は困難な状況であり

ますことから、今後、現在の状況を分析し、利用の促進に努めたい

と考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

外出手段を持たない高齢者や障がい者の身近な移動手段

が確保できます。 

通院や買い物などの日常生活でのさらなる利便性を検討

し、利用者数の増加を図るとともに、妊産婦や子育て世代に

おける利用の拡大など、快適に暮らせる「まち」を目指すこ

とで、「市民意識調査」における「市民サービス」の満足度

が向上します。 

  

平成２８年度「市民意識調査」における市内循環バス事業を含む

調査項目の「交通網」につきましては、「満足度」が前回調査数値

２．８７より、０．１７ポイント減少し２．７０となりました。 

「満足度順位」は、前回順位３８位と同位でした。 

また、「重要度」は、前回調査数値４．３９より０．０３ポイン

ト減少し４．３６となりました。 

「重要度順位」は、前回順位１７位から１３位へ上昇しておりま

す。 

今後も、市民サービスの満足度を向上させるために、市内循環バ

ス事業の健全な運営を継続し、創意工夫により利便性の向上に努め

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

東日本大震災の教訓を基に災害対策基本法や大阪府地域

防災計画が改正されたことから、平成 27 年度に本市地域防

災計画を抜本的に見直し、改定を行ったところです。これを

受け、平成 28 年度においては、更なる防災体制の強化を目

指し、計画の推進に向け、各種の行動計画、マニュアル等の

作成に取り組み、職員及び関係機関の防災対応力の向上に努

めます。また、被災者支援の充実強化の観点から良好な避難

所環境づくりの検討、備蓄品や資機材の増強をより一層図っ

てまいります。 

 

 

 

 

 防災体制強化を図るため、地域防災計画推進事業（５か年計画）と

して、初年度の平成２８年度では、同計画に則した「職員初動マニュ

アル」、「活動項目別マニュアル」を３月末に作成する予定であります

が、本年度発生の熊本地震における諸課題等にも早急に対応（ＢＣＰ

や受援計画の策定）するため、計画を４か年に短縮、前倒し実施する

こととし、来年度の実施予定であった「班別マニュアル」を３月末完

成に向けて取り組んでいるところです。 

また、良好な避難所環境づくりの面では、これまでの柏原中学校と

国分小学校における備蓄品等の集中管理を発災初期の混乱を考慮し

た結果、各避難施設への分散備蓄へと方針転換を図り、各施設におけ

る設置場所の確保と物資の充実に努めたところです。また、４月に策

定した「避難所運営マニュアル初動期編」の実効性確保に向け、本課、

各避難所担当課及び施設管理者との間で、共通認識を図るための打ち

合わせ協議を実施し、緊密な連携関係を構築したところです。 

加えて、これら施設への安全な避難確保に向けて、新たな基準に対

応した避難所誘導看板を３月末までに設置する予定であります。 

災害時における地域防災力の向上 

 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

地域住民が自然災害に関する情報を共有した上で、「自分

たちの地域は自分たちで守る。」という考えをもとに、組織

強化に向けた取組を行います。 

①自主防災組織の整備 

・自主防災組織の未結成地区の解消（現在の１０８町会か

ら１１４町会全てで組織化します。） 

②自主防災訓練の２年に1度の実施 

・平成２７・２８年度の２年間で、全組織で自主防災訓練

を実施します。 

③柏原市地域防災計画に則した各種マニュアル等の策定の 

実施 

・概ね、５年間で計画的に策定を行います。 

・平成２８年度は、職員初動及び活動項目別のマニュアル

を策定します。 

④避難所運営マニュアルの徹底（避難所担当職員） 

⑤避難所等における備蓄品の充実（全避難所において大阪府 

新基準実施） 

⑥避難所誘導看板の設置（全避難所） 

⑦消防団装備の充実と連携強化（全分団） 

⑧民間企業との災害時応援協定締結拡大 

  

①自主防災組織の整備 

 ・新たな組織結成には至らないものの、未結成地区における自主防災訓

練や結成のための打合せを実施するなど、組織化に向け進んでいる。 

②自主防災訓練の２年に1度の実施 

  ・平成２７年度（４６町会）・平成２８年度（８０町会）の２年間で８

０町会が自主防災訓練を実施（実施予定等含む）。 

実施率７０．２％ 

③柏原市地域防災計画に則した各種マニュアル等の策定の実施 

 ・熊本地震による諸課題等に対応するため、期間短縮し実施予定 

 ・職員初動、活動項目別及び班別マニュアル、３月末作成予定 

④避難所運営マニュアルの徹底（避難所担当職員） 

 ・初動版作成済み。全避難所において、危機管理課、避難所担当課及び

施設管理者の３者で緊密な連携関係を構築した。 

⑤避難所等における備蓄品の充実（全避難所に大阪府新基準実施） 

・分散備蓄の完了に向け配置場所確保を継続実施中。 

⑥避難所誘導看板の設置（全避難所） 

 ・着手済み。平成２９年３月末完成予定 

⑦消防団装備の充実と連携強化（全分団） 

 ・より高度な消火活動の実施ため、全分団に防火服を配備 

⑧民間企業との災害時応援協定締結拡大 

 ・畳「５日で５０００枚の約束。」プロジェクト 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

①、②、⑥、⑦関連 

地域防災力の根幹を担う消防団や自主防災組織の充実による防 

災力の向上は、市民の有事の際の即時、的確な避難行動確保や円

滑な救助活動に大きく寄与するものであり、結果、市民の人的・

物的被害が最小限に抑制されると考えます。 

③、④関連 

 地域防災計画推進のための詳細なマニュアルや行動計画等を職

員に明確に示すことで、職員の防災意識と災害対応力の高揚が図

られ、結果、有事の際の被災者への迅速対応や早期の復旧・復興

活動が可能になると考えます。 

⑤、⑧関連 

災害時の円滑な物資確保や備蓄品の充実は、避難所生活者のみ 

ならず、その他被災者全般のＱＯＬの向上に直結し、ひいては市

の早期の復興にも影響を与えるものと考えます。 

  

①、②、⑥、⑦関連 

 地域防災力向上に向けて「自助「共助」の精神の普及啓発の取組や自

主防災組織への支援を進めてきた結果、各組織の自発的で主体的な取り

組みが誘発され、本年度には、新たな事業として、企画から当日の運営

まで、組織（柏原地区全体）を中心に、実際に大災害が起こった際の避

難所の混雑等も想定した大規模防災訓練が実施されたことや、土砂災害

警戒区域等が多く存在する国分東条地区や山ノ井地区において、土砂災

害の特化した図上訓練（ハザードマップ作り）も行われたところです。 

③、④関連 

 項目別マニュアル、班別マニュアルについては、全庁的な取り組みと

して職員の手による能動的なマニュアル作りを進めることができ、職員

の防災意識高揚が大きく図られ、また、災害時の活動について職員間で

の一定の共通認識を持つことができた。 

⑤、⑧関連 

 国や大阪府の指針により、災害発生直後の生活必需品は、分散備蓄が

望ましいとされたことから、民間施設も含めた全指定避難所を対象に分

散備蓄に向け、配置場所の確保と備蓄管理の充実を図ることができた。

また、これまでも進めてきた災害時における民間企業等の協定について

は、鳥取地震視察の際に避難所に畳が敷き詰められていたことを目の当

たりにし、急遽、災害時に畳の供給が可能な実績ある団体と協定を結び、

避難生活の質の向上が図られるものです。 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・デマンド交通の導入に向けた検討を進めること。 

 ・大規模災害へは必ず職員を派遣する体制を整備すること。 

 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

市長のコメント 



 

03財務部  1 

 

平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

１．計画的な財政運営 

「柏原市行財政健全化戦略（第２期）」のもと、計画的 

で規律ある財政運営に努めます。 

２．経常予算の抜本的見直し検討 

 平成２９年度予算編成に向けて、既存事業の抜本的見直 

しを進めます。 

・市単独事業における部内でのスクラップアンドビルド 

（新規事業の実施には必ず既存事業の見直しを行い、廃 

止・縮小等を行うこと）を徹底 

 ・実施計画の策定に当たっては、査定による事業規模等の 

抑制、中長期の見通しを構築 

  

平成 27 年度に策定しました「柏原市行財政健全化戦略（第

2 期）」に基づき、副市長を議長とした健全化戦略会議におい

て、企画調整課とともに各事業担当者との個別検討課題につ

いてヒアリングを実施し、既存経費・既存事業の見直しに取

り組み、新たな取り組みとして職員給与カットによる人件費

の更なる抑制や新電力導入による公共施設の光熱水費の削減

などを実施しましたが、平成 28 年度決算見込み、平成 29

年度当初予算編成ともに大変厳しい状況が見込まれます。 

 

財務部長マニフェスト（評価及び検証） 

計画的な財政運営による持続的で健全な行財政基盤の確立 

 

 難易度 

 S 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

１．平成２８年度予算においても収支不足が見込まれる中、

必要な事業規模等を再精査 

２．平成２９年度予算への反映 

・収入の範囲内で歳出予算を組むよう努力し、将来負担を

先送りしない                               

・新規事業の構築とそれに伴う既存事業の廃止、縮小の徹

底 

 

  

平成 28 年度決算見込みは、市税については昨年度に引き

続き大幅に下回ると予想されている上、障害者自立支援費や

子育て関連経費などの社会保障経費の増加に加え、特別会計

や公営企業会計への繰出金の増などにより、黒字維持のため

には財政調整基金の取り崩しも余儀なくされる恐れがありま

す。 

 平成 29 年度当初予算編成は、市税については前年度並み

と見込みましたが、歳出のうち大きなウエイトを占める社会

保障経費に加え、新規事業の構築などにより多額の財源不足

が生じたため、財源の確保、受益者負担金の見直しや当初の

目的を達成した事業の縮小や見直しを行うなど極めて困難な

作業となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

１．予算編成は収入の範囲内で歳出予算を組む 

２．財政の健全化を示す指標等の改善及び堅持、特に将来負 

担比率の改善、連結実質赤字比率の黒字堅持 

 

  

１．予算編成について、収入の範囲内で歳出予算を組むのは、

現状では困難であり、財政調整基金からの繰入れを余儀なく

されるものと見込んでいます。 

２．平成２７年度決算に基づく財政健全化判断比率について

は、四つの指標全てが基準値未満となりました。また、実質

公債費比率、将来負担比率については、いずれも改善しまし

た。 

平成２８年度の実質赤字比率や将来負担比率などの健全化

判断比率については、出納閉鎖後に確定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

税負担の公平・公正性の維持と市税収入の確保を図るため、 

 

１．課税物件の把握と申告漏れ防止に努めて、適正な課税を

推進します。 

２．効果的、効率的な徴収及び滞納整理の強化により収納率

（＝市税収入済合計額／課税額）を向上します。（平成

27 年度収納率（平成 27 年度出納閉鎖後に確定）を上

回る収納率を目標とします。） 

  

適正な課税と適切な滞納整理により、税負担の公平・公正性の維

持と市税収入の確保に努めました。 

１．実地調査や未申告者に対して申告督促などの税務調査 

を行い、適正な課税に取組みました。 

 ２．平成２７年度収納率は９５．７％と確定し、これを上回るこ

とを目標に督促や催告等と厳正な滞納処分の実施で収納率向

上に取組みました。 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

１．適正課税を推進するために課税客体の的確な把握に努め 

ます。 

・実地調査の実施や空中写真の利用 

  

１．固定資産税のうち償却資産の申告をしていない事業所など 

１０３件、また、法人市民税の未申告法人など４６法人にそれぞ 

れ税務調査を実施しました。 

市税のより適正で公平な賦課徴収と収納率の向上 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 

 難易度 

 A 
 達成 自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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２．滞納の早い段階で納付相談や納付交渉を行って納付につ 

なげるとともに、厳正な姿勢で滞納整理を進めます。 

 ・納付コールセンターの開設 ・特別納税月間や休日納税

訪問の実施 

 

３．昨年度に引き続き、「大阪府域地方税徴収機構」へ職員 

を派遣し、不動産公売などの取組みなどで困難事案の解消 

を進めます。 

 

４．市府民税の的確な課税と確実な徴収のために、従業員の 

市民税特別徴収を実施していない事業所に対し、特別徴収 

の実施に向けた取組みを進めます。 

 ・平成３０年度に１００％の実施を目指し、平成２８年度

より広報周知活動などを開始します。 

その結果、償却資産に対する固定資産税を新たに５，９５３， 

１００円の課税と法人市民税４，１２８，１００円の追徴課税を 

行いました。 

２．納付コールセンターを開設して電話勧奨を行い、自主納付を促 

しました。 

また、７月、１２月に特別納税強化月間を設けて滞納整理を 

進めるとともに、休日納税訪問・相談窓口の開設を４月、７月、 

１２月に実施、平日夜間納税相談窓口を７月、１２月、３月に 

開設し、納税の促進を図りました。 

３．「大阪府域地方税徴収機構」と連携して、不動産公売の実施な 

どの積極的な滞納処分により困難事案の解消に取組みました。 

 不動産公売については１件実施し、売却しました。未収金に 

充てることにより、滞納整理を図りました。 

４．平成２８年度の市府民税について、従業員の特別徴収を選択し 

ていない事業所を把握して、合計８２７の事業所に対して、平成 

３０年度からの特別徴収一斉指定に関する説明文書を１２月に 

送付しました。 

また、従業員の一部に特別徴収を実施していない事業所に対し 

ても、１２月の給与支払報告書の提出依頼の際に、平成３０年度 

から全ての従業員が特別徴収の対象となることについて周知し 

ました。 

さらに、市のホームページにおいて、特別徴収の一斉指定に 

ついて解りやすい案内記事の掲載準備を進めています。 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

１．厳正な滞納整理により、現年課税分の年度内納付を推

進し、滞納繰越額の圧縮を図ることができます。 

２．公平・公正な課税徴収を行うことにより市税に対する

信頼を確保することができます。 

  

固定資産税や市民税の適正課税を行うとともに、厳正な滞納整理

を基にした収納業務を行うことにより、市民の市税に対する信頼を

確保することができました。 

その結果、１２月末時点で市税収納率が昨年度の７０．９％を上

回る７１．８％となっている状況から、出納閉鎖時には２７年度収

納率（９５．７％）を上回る目標が達成する見通しです。 

 なお、平成 28 年１２月末現在の滞納繰越分の収入未済額は、 

２１５，６１９千円で、平成 27 年度と比べ、８４，９４０千円の

減となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

契約事務における透明性・公正性・競争性などを確保する

とともに、特に、公共工事については、価格だけでなく品質

にも配慮した方法に努めるため、 

 

１．総合評価方式など価格だけでなく、品質面も考慮した業 

者選定を行います。 

２．請負金額が１３０万円以上の工事の施工状況の評価を行 

い、工事成績評定を受注者に通知するとともに、市ウェブ 

サイトに公表します。 

 

 

 

 

  

１．建設工事「公共下水道工事（東）28－1 工区」、業務委

託「柏原市役所庁舎その他２施設総合管理業務」、「市立柏原

病院総合管理業務」の計３件について、総合評価落札方式を

実施しました。 

 

２．既に発注している４６件の建設工事うち、完了した１４

件について、工事成績評定を、受注者に通知するとともに市

ウェブサイトにおいて公表しました。 

 

適正な入札及び契約の執行 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

請負金額が１３０万円以上の工事における工事成績評定

の平均点のアップを目指します。 

（平成 26 年度 ７２．４点  平成２７年度 ７４．３点） 

  

平成２８年１２月３１日現在において、既に発注した建設 

工事４６件のうち、完了した１４件の工事成績評定の平均点

は、７４．１点です。 

（平成 2７年 12 月３１日現在 ７３．９点 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

適切な入札及び契約を執行するとともに、民間企業の優れ 

た技術力を活かすことにより、単に廉価を目指すだけでな

く、品質面の優れた成果物を得ることができます。 

  

現時点における平均工事評定が、過去２年の評定とほぼ変

化がない状況の中で、総合評価落札方式により受注者を決定

した「公共下水道工事（東）28－1 工区」（１２月３１日現

在未竣工）の工事評定については、竣工後に、その工事成績

評定の結果を踏まえ、総合評価における評価基準の妥当性に

ついての検証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・一層の行財政改革を推進すること。 

 ・行政レベルでスクラップすることができる部分を提言していくこと。 

 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

市長のコメント 



 

04市民部  1 

 

平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

行政サービスに対する需要が多様化、複雑化する中にあって、

市民満足度の高い窓口業務の充実に取り組みます。 

また、マイナンバー制度の開始による住民情報の適正管理に努

めるとともに、マイナンバーカードのさらなる普及を目指します。 

  職員各自が担当業務に関する知識取得と接遇向上に努めた結果、

市民からの厳しい指摘は減少しています。 

 また、マイナンバーカードについては、2８年 1 月～7 月及び１

２月の第 2・４土曜日（午前中）に交付業務を行い、市民の利便性

向上と窓口の混雑緩和を図りました。 

 さらに 25年度から試行している年度末の休日開庁を、本年度も

実施を予定しています。 

 

 

 

 

市民部長マニフェスト（評価及び検証） 

窓口業務の充実 

 

 

 難易度 

 A 
 一部達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

2016 年３月 31 日現在、本市のマイナンバーカード申請

件数は 5,374 件、うち 1,915 件を交付していますが、窓

口の混乱等を考慮しながらも、遅滞なく迅速に交付するよう

土曜日の交付業務を実施します。 

また、2018 年までに人口の 2/3 にあたる 48,000 件を

達成するため、広報誌やウェブサイトを利用し、PR に努め

ます。 

今年度は成人人口59,000人の1/3にあたる20,00０人

へのマイナンバーカード交付を目指します。 

 

  

平日のみならず、土曜日（午前中）にもマイナンバーカード交付

を実施したことにより、トラブルの原因となる窓口の混乱を回避し

たため、円滑に業務を遂行できました。 

しかし、本市のマイナンバーカードの申請件数は６，６５１件、

うち交付件数は５，４４５件であり、今年度の目標件数である２０，

０００件の達成は困難な状況にあります。その主な理由として、カ

ードの利用拡大が未だ途上であること、申請及び交付手続きが市民

にとって煩雑であることが考えられます。 

今後も広報活動を継続し、マイナンバーカードの普及に努めなが

らも、２０１８年までの目標数値については下方修正を検討してい

ます。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

マイナンバーカードの普及により、カードの多目的利用が

可能となり、煩雑な行政手続が簡素化され、市民への負担が

軽減されます。 

  

マイナンバーカードの普及を拡大するには、カードの多目的利用

を拡充する必要があります。市民課においては、コンビニ交付導入

を一つの打開策と考えています。 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 

取組結果・実施状況 アウトカム 



 

04市民部  3 

 

 

 

重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

拉致問題、ヘイトスピーチなど新しい人権問題の中から課

題設定を行い「人権を考える市民の集い」を中心に啓発を行

います。同和問題については、発生した差別事象を契機に問

題認識を明らかにし、何ができるか検討し、実行し、検証を

行い、今後の担当課の施策に反映させます。 

  

 「人権を考える市民の集い」のテーマの中心に新しい人権問題の

中から拉致問題を据えてこの問題に対する認識を深め、考えていた

だくため当事者の体験、気持ちを聞いていただく講演会を実施しま

した。一方で近隣諸国からの安全保障問題が多く発生している現状

を踏まえ、地域の融和を考え、職員がこれを率先すべく、今年度も

職員人権研修の演題の一つに「ヘイトスピーチ」を取り上げました。 

 ＬＧＢＴやいじめの解消、男女共同参画についても引き続き取り

組みました。 

同和問題については「地名総鑑復刻事件」を契機に、啓発を実施

し、市の施策に反映させました。 

 今年度部落差別解消法が成立したことも今後に向けて大きな前

進であると考えています。 

 

 

自己評価 

新しい人権問題に対する啓発と同和問題の再認識に向けた取組 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

取組結果・実施状況 遂行目標 



04市民部  4 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

市民主導でリビエールホールの小ホールを使用し講演会

を１回開催するとともに街頭啓発を２回行います。また、差

別事象の啓発については、個々の事業所、個人及び市民一般

を対象に、文書、広報などを有効に組み合わせて啓発を行い

ます。 

 

  

柏原市人権協会と共催で、10 月 22 日に、「人権を考える市民

の集い」を開催し、拉致被害者蓮池薫氏を講師に招へいし、「命以

外のすべて奪われた」を演題に講演を実施しました。 

この講演により、拉致問題と日本について認識を深めていただ

き、自ら何が出来るか考えていただけるところまで啓発を図れたと

考えています。また、4 月 27 日と 12 月 2 日には街頭啓発を行

い、パンフレット等により市民に啓発を行いました。 

1 月 31 日には、昨年に引き続き多民族共生人権教育センターの

文公輝氏を講師に招へいし職員人権研修を実施します。 

職員研修のテーマとしては、同和問題及びＬＧＢＴについても計

画しています。 

同和問題については、「地名総鑑」の復刻盤について、売る側に

対する取組として、市内の書籍業者を 4 月７日から 12 日にかけ

て訪問し、取り扱わないよう文書にてお願いし、殆どの業者から了

解を得ました。また買う側に対する取組として、5 月広報で啓発記

事を掲載し全世帯に対し啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

課題設定を行った人権問題にかかる、講演会や街頭啓発、

に市民主導で取り組んでいただき２００名程度の方々に関

心をもっていただき、それぞれに実践を促し、啓発の核とな

っていただきます。 

また、個々の差別事象を起点に当該事象に関わりのある

方々と市民一般の両方に啓発を行い、身近な事柄の中での

「気づき」を促し、改善に取り組んでいただける条件づくり

を行うことで、一人ひとりの人権が守られ誰もが活きいきと

暮らしている地域社会の実現を図ることができます。 

 

  

従来から「拉致問題」については、ポスター掲示、街頭啓発など

を実施してきた結果、「人権を考える市民の集い」の参加者は約５

００名となり、文化会館小ホールに入りきれない方々はホワイエ

で、映像により講演をご覧いただきました。参加者には講演で聴い

ていただいたこと、感じていただいたことを周囲に話していただ

き、啓発効果の波及を得られたものと確信しています。 

街頭啓発では、本人通知制度やその他の人権問題とも併せて、２

回約１６００人の方々に啓発を行いました。 

職員の人権意識を高め、市民対応を通じて、啓発の効果をあげる

ため職員人権研修において、「同和問題」に加え「ヘイトスピーチ」

「ＬＧＢＴ」を再度取り上げます。 

同和問題を巡る啓発について、その必要性及び方向性を見定める

ため、人権意識調査に取り掛かりました。集計を急ぎ、今後の人権

啓発の取組みに活かします。 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

１ 国保保健事業の推進 

特定健診と特定保健指導及び人間ドックなどの予防医療

を充実させることで、病気の早期発見、早期治療を推進する

とともに、健康なからだづくり事業に取り組むため、健康づ

くりに関係する各課との連携を深めることで、市民全員を対

象とした健康教室等の活性化を図り、健康意識の向上に努め

たいと考えています。 

 

２ 国保財政の健全化 

平成３０年度から、国保の財政運営の責任主体が都道府県

に移行することに備え、本市の国保運営において、単年度黒

字を絶対要件とするために、医療費支出の削減を図るととも

に、保険料率等の適正な賦課と収納率の向上及び滞納処分の

厳格化を図ることで、特別調整交付金や各種補助金の獲得に

  

１ 国保保健事業の推進 

 病気の早期発見、早期治療を実現させるために、特定健診

の受診率向上と特定保健指導の実施率向上及び人間ドック受

診件数の増加を図りました。 

 まず、特定健診の受診率向上につきましては、前年度より

血清クレアチニンと尿酸の検査項目を独自に増やしたことを

受診券送付時や広報等で積極的に宣伝し、関心度を高めるこ

とで、受診率の向上を図りました。 

 次に、特定保健指導の実施率向上につきましては、管理栄

養士を嘱託職員に迎え入れ、食生活から改善していくための

保健指導も取り入れることで、保健指導対象者に積極的にア

プローチし、実施率の向上を図りました。 

また、人間ドック受診時にがん検診も同時に受診できるよ

うな体制を構築するために、柏原市医師会や健康福祉課と連

自己評価 

国保財政の健全化と保健事業の推進 

 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

 

 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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努めます。 

 

一点目として、生活習慣病に罹らないために、特定健診と

特定保健指導の受診を促進します。特に、今年度は、特定保

健指導において、管理栄養士を嘱託職員に迎え入れ、食生活

から改善していくための保健指導も取り入れ、糖尿病や高血

圧症の予防に努めます。また、大病にならないための人間ド

ックやがん検診など予防医療の必要性を自覚して受診して

いただき、さらに、セレクトウェルネス事業として開催する

健康教室などにも参加していただくことで、個々の健康づく

りが実践できることを目指します。 

 

二点目として、収入面での財源確保に努めてまいります。

保険料に関しては、適正な保険料率を設定した上で、現年度

分の収納率の向上を図り，滞納繰越となった分についても、

預貯金や生命保険等の差押えなど厳正な滞納処分を実行す

ることで、保険料負担の公平性の確保に努めます。また、健

全な国保事業の運営を行うことで、特別調整交付金の獲得や

府補助金の増額などの財源確保により、単年度黒字とするこ

とで、累積赤字の解消に努めます。 

 

携し、同時受診体制を実現させ、受診件数の増加を図りまし

た。 

さらには、健康づくりに関係する各課との連携を深めたこ

とで、市民全員を対象とした健康教室等の活性化を図ること

ができ、健康意識の向上を図ることができました。 

 

２ 国保財政の健全化 

 保健事業の積極的な展開により、医療費の削減を図りなが

ら、収入面における財源確保に努めました。 

 まず、保険料率の設定に関しましては、賦課限度額を 4 万

円引き上げるとともに全体料率を1.46％引き上げることで、

適正賦課に努めました。 

 また、収納率の向上対策として、10 月に一週間の夜間開

庁を実施するとともに、12 月には休日開庁も実施して、納

付機会の増加に努めました。 

これらの事業を展開し国保財政の健全化を図ることで、補

助金を確保できるよう努めました。 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

国保保健事業の推進 

特定健診受診・特定保健指導利用の奨励 

＝前年度から、特定健診の検診項目（クレアチン、尿酸）

を増やしたことで、信頼度と注目度を高めることがで

きました。さらに、前年度の実績を上回ることを目標

として、受診者数を５，０００人に、保健指導利用者

数を３００人に到達させることを目指します。 

人間ドックの受診勧奨 

＝昨年度から提携医療機関を増やしたことで、受診希望

者の利便性を高めることができ、今年度からは４月１

日から受診できる体制を作り、今年度の目標受診者数

を１,０００人とし、早期発見・早期治療の重要性を広

め、健康管理意識を高めます。 

 

国保財政の健全化 

医療費の抑制 

＝レセプト点検の強化と、国保データベース資料を利用

した保健師や管理栄養士の個別指導による適正受診

の徹底により、保険給付費の対前年度伸び率を、１％

までに抑えます。 

財源確保 

  

国保保健事業の推進 

特定健診受診・特定保健指導利用の奨励 

＝今年度における、特定健診の受診者数および保健指導

利用者数については、集計が途中でありますが、昨年

度実績と同等の推移を示しています。 

人間ドックの受診勧奨 

＝昨年度から提携医療機関を増やし、さらに今年度から

は４月１日から受診できる体制を実現させたことで、

対前年度同月比較で 6 名の減少であるものの、被保険

者数の減少率を考え合わせると、人間ドック受診率は

向上していることから、健康管理意識の向上は図れた

ものと考えています。 

 

 

 

国保財政の健全化 

医療費の抑制 

＝レセプト点検の強化と、適正受診の徹底により、保険

給付費の対前年度同月比較では、減少しており、率に

して、マイナス 1.58％まで抑えることができていま

す。 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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＝保険料率等の適正な賦課と収納率の向上及び滞納処

分の厳格化を図ることにより、保険料全体収納率の確

保と、健全な国保運営による特別調整交付金や、保険

財政共同安定化事業の激変緩和措置適用など、各種補

助金の獲得に努めます。 

財源確保 

＝特別調整交付金や、保険財政共同安定化事業の激変緩

和措置適用などの補助金獲得は、現在のところ未確定

でありますが、保険料率等の適正な賦課と収納率の向

上及び滞納処分の厳格化を図ることが実践できている

ことから、保険料全体収納率を確保し、各種補助金も

確保できると考えています。 

 

 

 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

健康への関心が高まることで、健康教室や健診を通して市

民同士あるいは市民と医療機関相互の交流が図られ、市全体

が健康づくりに対する気運が醸成されます。また、常に健康

であれば、継続的な医療費負担はもとより突発的な医療費の

支出も不要であることから、健康で明るい家庭生活が築いて

いただけるとともに、国保財政の安定化に繋がることで保険

料の低額化を図ることができると見込まれます。 

  

 市民一人ひとりが健康で生活するために、健康づくり教室

の開催や予防医療充実のための事業を展開しており、それな

りの機運の醸成は図られていると考えます。しかしながら、

国保会計における医療費支出額は、前年度を下回ることが見

込まれるものの、一人当たりの医療費に換算すると、逆に高

くなっていることから、更なる事業展開の充実を図り、健康

で明るい家庭生活づくりに努めます。 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

○循環型社会の実現に向け、ごみの減量化やリサイクルを更 

に推進し、環境負荷の少ない、資源の循環利用に取り組みま 

す。また、市民・市民団体・事業者・教育関係・行政による

協働で３Ｒ運動の取組みや情報提供により、一般廃棄物の 

減量化の推進に取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

循環型社会の実現に向け、民・学・産・官協働による３R

推進の取組や、ごみの減量化やリサイクルの推進による環境

負荷の少ない、資源の循環利用に取組んでおります。 

３R に対する啓発事業として、６月５日に「環境フェア」

を実施しました。３R 推進事業の実施として、リサイクル促

進事業におきましては、地域住民による集団回収の周知広報

につとめました。また、市民団体と大阪教育大学との連携に

より、大阪教育大学柏原キャンパスにおいて、環境セミナー

及び公開授業を実施しました。リサイクルの啓発強化といた

しましては、ペットボトル、牛乳パック、古紙類、使用済小

型家電の回収に努め、資源の有効利用の啓発を引き続き行っ

ていきます。 

 

 

自己評価 

安心して暮らせる生活環境の推進【ごみの減量化及びリサイクル化】 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成

委 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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３Ｒに対する啓発事業の強化 

 ○環境フェアの実施 

  ６月５日の「環境の日」に合わせて、６月第１日曜日、

市役所内特設会場において各種団体と実行委員会形式で

開催します。 

  イベント内容として、ごみ減量３Ｒに関する各種団体の

出店、フリーマーケット、水辺の自然教室など環境に関す

る啓発活動を一体的に実施します。 

 

３Ｒ推進事業の実施 

 ○リサイクル促進事業の実施 

  地域住民による集団回収が市域全体での取組みとなる

ように、一層啓発してまいります。 

 

 ○リユース・リサイクルフェアの実施 

  市民の皆様から、不要になった子ども服・陶磁器製食器

並びにガラス製食器を各公共施設に設置しております回

収ボックスで回収し、再利用を目的としたリユースフェア

を開催します。なお、残った陶磁器製食器につきましては、

リサイクルを行います。 

 

○環境セミナーの実施 

  市民団体と大阪教育大学との連携により、未来を担う若

 

【３Ｒに対する啓発事業の強化】 

○環境フェアの実施（平成２８年６月５日 日曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

【３R 推進事業の実施】 

 ○集団回収事業 

 （助成内容：１㎏につき４円の補助金を支給） 

 ＜事業の対象団体＞子供会・町会 

 ＜事業の対象品目＞新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶 

 ○リユース・リサイクルフェアの実施 

  （平成２８年１２月１１日 日曜日） 

 

 

 

 

 

 ○環境セミナーの実施 

  （授業公開 平成２８年６月１３日から６月１７日まで） 
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者と市民が環境について学び考え伝えあう環境セミナー

を実施します。 

 

 ○リサイクルの啓発強化として、ペットボトル、牛乳パッ

ク、古紙回収等の事業を継続して実施してまいります。ま

た、使用済小型家電の回収を含め、資源の有効利用の啓発

を行ってまいります。 

 

  （環境セミナー 平成２８年６月１４日） 

 

 

 ○ペットボトル、牛乳パック、古紙、使用済小型家電等の回収事

業を継続して実施 

 

 

 

 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？ 
 

 

 

３Ｒの推進事業を実施します。 

○集団回収事業を一層啓発することにより、回収量１００ｔの増

加をします。 

（回収実績）【Ｈ２５】１，２０３ｔ、【Ｈ２６】１，２１８ｔ【Ｈ

２７】１，２２９ｔ 

 

 

○子ども服リユースフェアを実施し、１５００ｋｇ以上回収をし

ます。 

  

 

【３R の推進事業を実施】 

○集団回収事業の促進 

 ＜平成２９年１月現在登録団体数＞ 

  ４５団体＜目標値４５団体＞ 

 ＜平成２８年度回収見込値＞ 

  1,300ｔ（目標値 1,400ｔ） 

○こども服リユースフェアの開催 

 （目標値 ２回） 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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（回収実績）【Ｈ２７】１，１３０ｋｇ 

 

 

 

 

○陶磁器・ガラス製食器リユースフェアを実施し、２，０００ｋ

ｇ以上回収します。 

（回収実績）【Ｈ２６】１，４５０ｋｇ【Ｈ２７】２，８００ｋｇ 

 

 

 

 

 

○環境セミナーを実施します。 

 市民団体と大阪教育大学との連携により、大阪教育大学柏

原キャンパスにおいて公開授業を実施します。 

 【Ｈ２７】２部構成で、市民３６名、学生４０名参加 

 ＜開催実績＞１回 （計画は２回であったが、雨天のため１回は

中止） 

（目標値 １，５００ｋｇ） 

 ＜回収＞１，６００ｋｇ ＜配布＞５００ｋｇ 

 

○陶磁器・ガラス製食器リユースフェアの開催 

 （目標値 ２回） 

 ＜開催実績＞１回 （計画は２回であったが、雨天のため１回は

中止） 

 ＜リユース・リサイクル実績＞ 

 展示 ２，０００ｋｇ （目標値 ２，０００ｋｇ） 

 リユース１，６４６ｋｇ リサイクル １１５ｋｇ 

 

○環境セミナーの実施 

 大阪教育大学柏原キャンパスにて実施 

＜授業公開 平成２８年６月１３日から６月１７日まで＞ 

＜環境セミナー 平成２８年６月１４日＞ 

 

 

 

 

 

 

 



04市民部  14 

 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？ 
 

 

 

集団回収への助成をはじめ、ごみの分別・減量を図ること

により、循環型社会構築を目指します。ひいては、地球温暖

化対策への寄与も期待することができます。 

  

ごみの分別・減量に大きく寄与する集団回収は、団体数・回収量

ともに目標に近い数値が見込まれます。 

 今後も、更なるごみの分別と減量に努め循環型社会を構築し、同

時に地球温暖化防止対策を推し進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑤           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

○市民協働で清掃等を行い、継続的に河川の維持管理に努め

ます。 

 恩智川の美化や水質など河川環境に対する意識向上を図

るため、河川管理者である大阪府と、恩智川流域市となる大

東市、東大阪市、八尾市、柏原市の 4 市で連携し、取組み

を推進することで、水環境豊かなまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川、特に恩智川の美化や水質など、改善策に取り組みためには、

流域住民の意識向上は必要不可欠であります。特に、河川の場合は、

複数の市を縦断していることから、流域が一丸となり、施策を遂行

していくことが効果的と考えられます。恩智川では、平成 25 年度

から 2 年間、河川管理者である大阪府と、恩智川流域市となる大

東市、東大阪市、八尾市、柏原市の 4 市で連携し、取り組みを推

進することで、恩智川の浮遊ごみの量は削減されました。しかしな

がら、依然として恩智川に浮遊ごみが目立つことから、継続して取

り組んでいく必要があります。そこで、新たに、平成 28 年度から

２年間、大阪府及び流域 4 市で連携し、取り組みを推進すること

の確認書を交わしました。 

 

 

安心して暮らせる生活環境の推進【河川の維持管理】 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 



04市民部  16 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？ 
 

 

 

○恩智川ワークショップを開催します。 

 住民と協働で、流域住民の環境美化意識の向上のための取組み 

を検討し、実施するため、年 5 回ワークショップを開催します。 

○恩智川の河川清掃を実施します。 

 年 1 回、流域住民とともに恩智川の河川清掃を実施します。 

○定期的に恩智川の河川水質を調査し、監視します。 

 柏原市では、八尾市境界で年 6 回水質調査を実施します。 

  

○平成 28 年度の恩智川ワークショップは 12 月末現在で 5 回開

催しました。恩智川ワークショップ会議では、恩智川をごみのない

きれいな河川にするため、流域住民の環境美化意識を向上のための

取組みについて検討を重ねました。 

その結果、今年度は、流域住民に河川美化や水質などに関心ももっ

てもらうように、『恩智川』をテーマにした川柳募集の取組みを実

施しました。 

募集の結果、大人２０人で５４作品、子供１４６人で２３３作品の

応募がありました。 

○平成 29 年 3 月 19 日に恩智川の河川清掃を住民とともに実施

する予定です。 

○柏原市では、恩智川の河川水質調査として、12 月末現在八尾市

境界で 5 回実施しました。現時点における BOD 平均値は、

2.2mg/L と昨年度の BOD 平均値 2.3mg/L より若干の改善傾向

を示しました。 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？ 
 

 

 

流域住民の河川環境意識の向上を図ることで、親しみのもてる

水辺空間を創造します。 

  

河川環境意識の向上を図るためには、河川にもっと関心をもっても

らう必要があると考え、今年度は、恩智川をテーマにした川柳を募

集したところ、多くの方からご応募がありました。特に子どもたち

からのご応募が多かった状況です。今後は応募いただいた作品を恩

智川周辺等で掲示することで、流域住民に啓発・意識向上を図り、

親しみのもてる水辺空間を創造できるように繋げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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 （評価日）平成２９年２月６日 

 

  

 

・国保財政の健全化は良く頑張っているが、引き続き累積赤字の解消に努めること。 

 ・ごみ収集などの契約については、先を見据えて課題に取り組むこと。 

 ・市民の利便性を考慮して、コンビニの活用を検討すること。 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

市長のコメント 
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平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

【農業経営の安定化と地元農産物の知名度アップ】 

・農業従事者を確保し遊休農地の解消を図るため、ぶどう担

い手塾を開催します。 

・農業経営の安定化を図るため、有害鳥獣の計画的駆除など

を行います。 

・地元農産物などの知名度アップを図るため、商工会や農業

啓発推進協議会などと連携し、地元農産物を使った新メニュ

ーの開発や市外でのＰＲ販売を行います。 

 

 

 

 

 【農業経営の安定化と地元農産物の知名度アップ】 

・ぶどう栽培を本格的に始めようとする方などを対象に、遊

休農地を活用して「ぶどう担い手塾」を開催しました。 

・農作物に被害を与えるイノシシ・カラスなどの有害鳥獣の

捕獲を行うと共に、農地への侵入防止柵の設置に対して補助

金を交付して、設置促進を図りました。 

・商工会や農業啓発推進協議会などと連携し、地元農産物を

使った新メニューを開発するため、ぶどう・みかんを使った

新メニューを食品関係者に募集し、開発された商品は市広報

誌などを通じて PR しました。さらに、市特産物については、

天神橋筋商店街など、市外でのＰＲ販売も行いました。 

 

にぎわい都市創造部長マニフェスト（評価及び検証） 

農業・商業・工業等の産業振興 

 

 

 難易度 

 A 
 一部達成

達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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【商工業の活性化と創業者支援】 

・商工業者の新規顧客の獲得や販路拡大を図るため、市内事

業所情報サイト「柏原・まち・ひと・しごと net 」の充実

とサイトの周知を図ります。 

・創業者支援のため、市、商工会、日本政策金融公庫が連携

し、創業者支援事業を行います。 

・商業の活性化のため、空き店舗を利用した新規出店促進事

業を行います。 

・小規模事業者の事業安定化のため、資金融資の斡旋を行い

ます。 

【商工業の活性化と創業者支援】 

・柏原市事業所情報サイトの登録事業者数を増やすよう、登

録の勧奨を行いました。 

また、サイト機能を活用して「ウェブ版就職フェア」を２カ

月間実施し、雇用の促進を図りました。 

・柏原市創業支援事業計画に基づき、創業に関する「経営」

「財務」「販路開拓」「人材育成」の基礎的な知識習得セミナ

ーを 9 月及び 11 月の計５回開催しました。 

・柏原市と泉佐野市が両市の物産品を共同で情報発信するこ

とを目的に「特産品相互取扱協定」を締結し、両市で開催さ

れたそれぞれの物産展で、ＰＲ販売を行いました。 

・空き店舗を使って出店する事業者に補助金を交付し、市内

での新規出店者を促し、商業の活性化を図りました。 

・小規模事業者の事業安定化のため、資金融資の斡旋を行い

ました。 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

【農業】 

・ぶどう担い手塾を開講 ⇒ 受講者 25 人 

・有害鳥獣の駆除 ⇒ 年間駆除予定数：イノシシ 150 頭、

アライグマ 70 頭、カラス 300 羽 

・侵入防止柵設置面積 ⇒ 3ｈａ 

・市外での地元農産物等のＰＲ ⇒ 年間５カ所  

・地元農産物を使った新メニューの開発 ⇒ 飲食店など 20 

店舗 

【商工業】 

・「柏原・まち・ひと・しごと net 」掲載事業所数 ⇒ 500

件 

・柏原市創業者支援事業計画による支援 ⇒ 創業支援者数 

95 人 

・新規出店促進事業 ⇒ ２店舗 

・柏原市小規模企業事業資金融資斡旋 ⇒ 5 件 

  

【農業】 

・ぶどう担い手塾の開催４月～9 月 2 月～3 月 25 名 

・有害鳥獣の駆除 イノシシ 211 頭 カラス１６６羽 

         アライグマ 84 頭 

・侵入防止柵設置面積 ２．６６ha 

・市外での PR 販売    11 回 

・地元産農産物を使った新メニュー  

ぶどう 11 店舗 みかん 8 店舗 

【商工業】 

・「柏原・まち・ひと・しごと net 」について、事業者に対

し登録の勧奨を行った結果、登録事業者数が 69 件増えて４

１0 件となりしました。 

・柏原市創業者支援事業計画による支援者について、６１人

の創業を希望する者にセミナー等を開催し支援を行いまし

た。  

・新規出店促進事業について、市内に２店舗が新規出店しま

した。 

・柏原市小規模企業事業資金融資斡旋については、希望する

事業者に斡旋を行い、1 件の事業者に経営支援を行いました。 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

【農業】 

・農業従事者の育成による遊休農地の解消により、農地を保

全することができます。 

・ぶどう担い手塾の受講により新規就農者が育ちます。（2

名） 

・有害鳥獣の駆除や侵入防止柵設置による農産物被害の軽 

減や地元農産物の知名度アップ、販路の拡大により経営の安

定化が図られます。 

⇒ 市民意識調査での満足度が上昇します。 

【商工業】 

・商工業者の新規顧客の獲得と市内外での消費拡大が図られます。 

⇒ 市民意識調査での満足度が上昇します。 

・商工業者が育成され、新規創業者が増加します。（9 名） 

  

【農業】 

・ぶどう担い手塾の開催により、農業従事者が育成され新規

就農者が 1 名育ちました。 

・有害鳥獣から農業を守り、ぶどうを中心とする特産品の消

費拡大に取り組みました。特に特産品を使った新メニューの

開発は特産品の付加価値を高め、市内商店の利用拡大に貢献

しました。 

農業全体の満足度はほぼ横ばい状態となっています。 

 

【商工業】 

・商工会との連携事業や事業所情報サイトの活用により、商

工業者の新規顧客の獲得と市内外での消費拡大が図られたと

考えますが、PR 不足などにより市民意識調査の満足度は低

下しました。 

・新規出店促進事業により、空き店舗を利用し２店舗が開業

されたことにより空き店舗の減少を図るとともに、新規創業

者についても目標を上回る１１名が創業され、商工業者の育

成が図られました。 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

・働く意欲があるにも関わらず就労阻害要因のある就職困難 

者の雇用機会を確保するため、地域就労支援コーディネータ 

ーによる就職相談を実施します。 

 

・市内企業への雇用の拡大を図るため、就職フェアや会社見 

学会を開催します。 

また、より広範囲な求人と求職のマッチングを図るため

「柏原・まち・ひと・しごと net」を活用した web 版就職

フェアを実施します。 

  

・地域就労支援事業として、障害者、一人親家庭の親、学卒

無業者の若年者、中高年者など、それぞれの特性ごとに対

応できるように地域就労コーディネーターを 2 名配置し、

きめ細かな相談の充実を図りました。 

・市内企業への雇用の拡大を図るため、ジョブマッチング 

in 柏原、やお・かしわら合同就職フェアを開催しました。 

また、より広範囲な求人と求職のマッチングを図るため「柏

原・まち・ひと・しごと net」を活用したウェブ版就職フェ

アを開催しました。 

・平成２８年５月に本市、柏原市商工会、大阪労働局の３者

で「柏原市雇用対策協定」を締結し、市内企業等の人材確保

事業、市内における就労支援を必要とする方等の就労促進事

業を行いました。 

 

地域就労支援の推進 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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・市内高校生を対象に、地元企業の魅力発見や進路選択の参

考となるよう市内企業見学会を実施しました。 

・介護職の人材不足の解消の取組みとして、ハローワークと

共催で介護施設見学会&面接会を開催しました。 

・雇用主や障害者支援者等を対象に、障害者雇用の理解や雇

用拡大に繋げるため、本市、八尾市、八尾・柏原障害者就業・

生活支援センター、大阪総合労働事務所と共催で「障害者雇

用を考える集い」を開催しました。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・地域就労支援コーディネーターによる年間支援者数 ⇒ 

90 名 

・就職フェア参加企業数、参加者数 ⇒ 18 社、120 名 

・web 版就職フェア参加企業数 ⇒ 12 社 

・就職相談による就職者数 ⇒ 50 名 

・就職フェア及び web 版就職フェアでの就職者数 ⇒ 10 

 名 

 

  

・地域就労支援コーディネーターによる年間支援者数 

 ⇒ ７３名 

・ジョブマッチング in 柏原の参加企業数１７社、 

参加者数１５２名 

・やお・かしわら就職フェア参加企業数２４社、 

参加者数１３０名 

・web 版就職フェア参加企業数 ⇒ 1３社 

・就職相談による就職者数 ⇒ ４２名 

・就職フェア及び web 版就職フェアでの就職者数 

 ⇒ ３名 

・高校生を対象とした企業見学会の見学企業６社、 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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参加高校生３８名 

・介護施設見学会&面接会の見学施設数４社、 

参加者１６名、うち就職者１名 

・障害者雇用を考える集いの参加者数６４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・就職困難者の就労により、生活保護受給者等の減少及び生

活基盤の安定化が図られます。 

 

・地元企業への雇用拡大により、本市への定住化及び市税の

増収が図られます。 

 

  

・地域就労支援コーディネーターによる就労支援・職業相談は、就

労困難者を就職に導き、生活保護受給者への移行を減少させると共

に、生活基盤の安定化を図りました。 

 

・本市で開催した「ジョブマッチング柏原」、「ウェブ版就職フェア」、

「介護施設見学会&面接会」「高校生の企業見学会」など、地元企

業への雇用確保の取り組みを行い、身近な地域で働く場を確保し、

定住化を進めました。 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

・地域住民や市内企業がそれぞれができる力や強みを持ち寄

って「自分たちのまちは自分たちでつくる」を合言葉に、協

働のまちづくりにつなげることを目標とします。 

 

 

  

・「地域で暮らす住民や、頑張っておられる各種団体」などが参加

して、住民自らが地域の課題を導き出し、自らの強みを持ち寄って、

課題解決に繋がる事業を考えるためのワークショップ「まちづくり

意見交換会」を開催しました。 

さらに、まちづくり意見交換会の最終回として、意見交換会の参

加者に企業、ＮＰＯ、ボランティアを加えた「企業・ＮＰＯ・ボラ

ンティア地域交流会」を開催し、地域が一体となって、地域の課題

解決のため、新たな事業を考え、まちづくりを進める取り組みを行

いました。 

 

 

 

 

協働のまちづくりの推進 

 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・年間４回程度意見交換会を開催。参加者は公募とし、１回

２０～３０名程度を予定し、４回目には市内企業５社の参加

を目指す。 

 

  

・まちづくり意見交換会には当部の職員はもちろん、まちづくり

部、子ども未来部などからも職員が参加し、組織の枠を超えた横

断的な取組みとしました。（全 5 回） 

この意見交換会では、参加された住民自らが地域の課題を考

え、課題解決のため積極的に議論された結果、最終的に 5 つの

事業案が出されました。 

⇒ 参加者 各回約 30名 

・5 回目では、市内外の企業 15 社を含めた４２団体などから 51

名が参加していただき、その事業案に対しどのようなサポートが

できるかを提案してもらう「企業・ＮＰＯ・ボランティア地域交

流会」を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・地域の様々な課題に対して、住民や地元企業が一体となっ

て取り組むことにより、自発的な市民活動を促進するととも

に企業にとっても新たな企業活動へのきっかけづくり等に

寄与します。 

 

  

・住民自らが地域の課題を導き出し、課題解決のための事業案を創

りだし、地元企業などと一体となって地域の課題解決に取り組むこ

とができることを「まちづくり意見交換会」で経験したことにより、

まちづくりに対する自発的な市民活動を促進することができたと

考えています。 

また、企業などにとっても住民ニーズの把握や地域貢献へのきっ

かけづくりとなりました。 

 これにより、第 4 次柏原市総合計画の政策目標である「健

全な行財政運営が行われ、市民主体のまちづくりが実現して

いる」まちづくりへ少し近づいたと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

・町会等が管理する防犯灯の LED 化を推進し、今年度末の

LED 化率５０％を目指します。 

 

・平成２６年度から実施している、町会等への防犯カメラ設 

置補助制度を継続して実施し、最終目標設置台数１００台の 

達成にむけ設置を促進するとともに一層の安全対策推進の 

ため、警察と連携を図りながら、市内主要道路に市が主体と 

なり防犯カメラを設置する事業を実施します。 

 

 

 

 

  

・市内 114 町会との連携により、防犯灯の LED 化を推進。取替

工事及び新設補助制度の実施により、本年度末の LED 化率は約

53％に達する見込みです。 

・防犯カメラ設置補助制度の最終目標設置台数 100 台（5 か年）

に対し、本年度末で５9台が設置されることとなり、最終目標台数

に向けて設置を進めています。また、本市全域の防犯環境の整備や

市外からの犯罪流入阻止を目的として、市内の国道・府道の信号柱

等に市主体で防犯カメラを設置する、安全対策推進防犯カメラ設置

事業を実施しました。 

 

 

防犯対策の推進 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・LED 防犯灯事業として、平成２８年度は新設・取替合わ 

せて 370 本の LED 防犯灯を設置することにより、市内約 

6,440本の防犯灯のうち約５０％の 3,220本の LED化を 

目指します。 

・町会への補助制度により、平成 26 年度 21 台、平成 27

年度 18 台の防犯カメラを設置しました。本年度も 20 台に

補助することで、最終目標台数の 50％以上の達成率を目指

します。また、主要道路への設置は 8 台を目標とします。 

 

  

・H28 年度末までに約 400 本の LED 防犯灯を設置し、市内 

約 6,５００本の防犯灯のうち、約 3,40０本が LED 化される見込

みとなり、目標の 50％を上回ることができました。これにより、

暗がりや死角など地域の危険箇所を明るくすることで、犯罪の未然

防止や安全・安心の向上を推進しました。 

・防犯カメラの設置については、町会への補助制度と併せて市主体

で主要道路への設置する安全対策推進防犯カメラ設置事業を警察

と密に連携を図りながら市内８カ所に設置したことにより、本市の

防犯環境の強化や犯罪の抑止への効果が向上しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・市民の防犯意識を高めるとともにハード面の整備を進める

ことで、大阪府下３３市で最も街頭犯罪発生件数の少ない市

＝「安全・安心」大阪ナンバー１の実現に寄与します。 

  

・防犯灯の LED 化推進や防犯カメラの設置等のハード面の整備に

より、本市の平成 28 年の街頭犯罪発生件数は 291 件で府下 33

市中４番目に少ない件数となり、第 4 次柏原市総合計画の施策目

標である「地域の治安が守られ、市民が安全に安心して暮らしてい

る」まちづくりの実現の一助となったと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑤           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

・市民郷土まつりについては、主催団体である市民総合フェ

スティバル実行委員会へ補助金を交付すること等により支

援しています。平成 25 年度から「かしわら花火」が再開さ

れ、賑わいの向上が図られていますが、安全対策の強化や警

備費用等の大幅な増加など、開催に向けて多くの課題も生じ

ています。 

本年度はこれらの課題を踏まえながら、市民総合フェステ

ィバルがまちの魅力発信や地域の活性化を図るイベントと

なるよう、実行委員会を支援してまいります。 

 

 

 

 

 

  

・実行委員会で本年度の催しについて検討された結果、熊本

地震の被害拡大を受け、花火大会に替えて復興支援関連のイ

ベントを実施し、被災地支援と地域の活性化を図ることとさ

れました。 

 それにより 6 月 12 日、9 月 5 日、11 月 5 日の 3 回に 

わたり、市民郷土祭りなどのイベントと同時に、熊本県等の 

特産品販売、復興支援イベントや募金活動が実施されました。

補助金による財政的支援をはじめ、安全対策、広報、イベ 

ント企画運営等について、実行委員会を支援しました。 

 

 

 

 

 

市民郷土まつりの賑わい向上 

 難易度 

 B  達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・実行委員会に参画する市内教育機関、企業、市民団体と連 

携を図りながら、商工まつり、スポーツフェスティバル等、 

他のイベントとタイアップし市民郷土まつりとしての催し 

を実施します。 

  

・実行委員会の構成団体である、大阪教育大学や市内企業、

体育協会、商工会等と連携を図りながら、以下の 3 回にわ

たり、イベントを実施しました。 

①６月１２日：とくとくトラック市の共催により、熊本県

等の特産品販売やくまモンを招致したイベントを開催。

来場者約 3,000 人 

② 9 月 10 日：市民郷土まつりの一環として、かしわらシ

アターや夜店などのイベントを実施し、同時に熊本復興

支援に向けた募金活動や被災地の写真展示を実施。 

来場者約 1,500 人 

 ③ １１月５日：市民総合フェスティバルにおいて商工まつ

り、スポーツフェスティバル、市民郷土まつり、熊本復

興支援イベント、消防・警察等の協力による防災イベン

トを同時開催。 

来場者約 20,000人 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・市民郷土まつりを様々なイベントとタイアップして実施す

ることで、相乗効果により本市の PR や地域の活性化が図ら

れ、「にぎわい大阪ナンバー1」の実現に寄与します。 

  

・市民郷土まつりにおいて熊本復興支援を目的とした催しを実施

し、大阪府下でいち早く、くまモンの招聘や熊本の特産品販売を行

ったことで、テレビニュース等でも取り上げられ、本市の PR を図

ることができました。また、とくとくトラック市や JAまつり、商

工まつり、スポーツフェスタなど、様々なイベントとのタイアップ

することにより、相乗的に地域の活性化を図ることができ、

第 4 次柏原市総合計画の施策目標である「産業が育ち、地域

に活力と賑わいがあふれている」まちづくりへの実現に寄与

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑥           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

・出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支

援の一つとして、結婚を考える市内外の若者を対象とした出

会いの場を提供し、移住・定住化を促進します。 

 

 

 

  

異性と出会う機会の少ない独身男女に対して、交際のきっ

かけとなる出会いの場を提供しました。柏原市の良さをアピ

ールでき、交際を進める中、恋愛から結婚へと進展すること

で移住・定住化を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者の移住・定住化の促進 

 

 難易度 

 B  一部達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 



05にぎわい都市創造部  18 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・竜田古道の里山公園や、柏原市内のぶどう畑、ワインなど

の地域資源を活用し、若者の出会いの場を創出します。年間

で４回程度イベントを開催します。 

 

  

・竜田古道の里山公園において、バーベキューパーティを

催し、20 歳から 49 歳の独身の方を募集したところ、男性

38 人（市内 11 人）、女性 3５人（市内 12 人）の参加が

あり、14 組のカップルが誕生しました。第２回を３月に実

施し、出会いの場を創出することにより、移住・定住の促

進につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・若者の出会いの場を創出することにより、「子育てナンバ

ー１」の取組み、暮らしやすさなどの柏原市の良さを紹介し、

移住・定住化を促進することで、活気あふれるまち「柏原市」

の実現に寄与します。 

  

・柏原市およびその周辺に居住される方が参加され、竜田古

道里山公園で開催したことで、豊かな自然に囲まれた柏原の

良さを紹介することができました。次回は、夕日の綺麗なサ

ンヒル柏原で開催し、柏原の魅力や暮らしやすさをアピール

することで移住・定住化を促進し、柏原市創生総合戦略の基本

目標の一つである「住んでみたい、住み続けたいまち かしわら」

の実現の一助となると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑦           

 

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

・豊かな自然環境や歴史的な資源を活かし、森ガイドやまち

ガイドなどの市民ボランティアの育成に取組み、交流人口の

増加による観光振興と地域活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・歴史的な資源や豊かな自然に恵まれた本市の魅力をより多

くの方に知っていただくとともに、本市を訪れる方々に対す

るボランティア案内人としての知識、参加者に楽しんでもら

うための技術などを習得したボランティアの育成に取組みま

した。 

地域資源の利用による交流人口の増加 

 

 難易度 

 A  一部達成 

 

取組結果・実施状況 遂行目標 

自己評価 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・「市民ボランティア養成講座」を年間８回程度開催し、地 

域の人材育成及びネットワークをつくります。 

  

「市民ボランティア養成講座」 

・「効果的なイベントチラシ～魅力ある情報発信」 

・「山で見つけた自然素材で作るクラフト～竹細工」 

・「“真田丸”の舞台をめぐる～後藤又兵衛の視線」 

・「高井田の自然を観察してみよう」 

・「万葉集に詠まれた景勝の地～亀の瀬をめぐる」 

柏原市の歴史資産や自然環境活かした講座を 5 回開きま

した。 

延べ 68 人の参加をいただき、案内人としての基本的な知

識や技術の習得を図ることができ、新たに案内人となること

ができる人材の発掘ができました。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・新たな地域人材ネットワークの構築により、自発的な市

民グループの活動につながり、市民活動の活発化や市内の交

流人口の増加、地域の活性化等が図られます。 

  

 ガイド講座実施回数などは目標値には届きませんでした

が、講座の開催や情報発信などにより、市内外の方々に本市

の魅力を発信できました。このことから、柏原市創生総合戦略

の基本目標の一つである「住んでみたい、住み続けたいまち かし

わら」の実現の一助となったと考えます。 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・就労支援事業は関係各課と今後も協議しながら推進していくこと。 

 ・観光協会は出来るだけ早くスタートさせる事ができるよう調整すること。 

 ・案内板の多言語表示に取り組むこと。 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

 

市長のコメント 
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平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

平成 27 年 4 月に小規模保育事業所 2 か所を認可したこ

とに加え、平成 28 年 4 月からは法善寺保育所を民営化し低

年齢児枠を拡充したことにより、本年 4 月の時点での保育

所待機児童はゼロとすることができました。しかし、保育所

の利用ニーズは高く、年度途中では、特に低年齢児の待機児

童が発生するものと思われます。一方、公立幼稚園の園児は

ますます減少し、本年 4 月には「柏原市立幼稚園の運営方

針」に基づき、堅下北幼稚園の 4 才児クラスが休級となっ

ており、このままでは地域における幼児教育の提供が困難に

なる可能性が高いと思われます。 

この 2 点の課題をできるだけ速やかに解消するため、今

後の公立の就学前施設のあり方の道筋を示すものとして、平

  「公立幼稚園及び公立保育所の再編整備に関する基本計画」

については、４４日間のパブリックコメント終了後、頂いた

ご意見を反映させたものを確定版として、平成 28 年 7 月 20

日の子ども・子育て会議、及び教育委員会会議でご承認いただきま

した。確定した基本計画の市民への周知方法としては、ホームペー

ジへの全文掲載とともに要約した内容を広報特集号（10 月発行）

に掲載しました。また、特に子育て世帯への周知として計画の概要

版を作成し市内すべての幼稚園・保育所(園)の保護者、来年度から

の入園(所)希望の保護者、子育て支援事業の利用者、1 歳半検診の

対象保護者等、約４１１０枚を配布しました。 

 一方、こども園の運営に関する教育・保育内容の検討に関しては、

予定通り経験豊富な大学の有識者をアドバイザーに迎えることが

こども未来部長マニフェスト（評価及び検証） 

『公立幼稚園及び公立保育所の再編整備に関する基本計画』の策定 

 

 難易度 

 S 
 達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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成 32 年度を再編・統合の第 1 目標とした「公立幼稚園及び

公立保育所の再編整備に関する基本計画」を本年度において

策定いたします。すでに計画（案）を作成し、市民の皆様の

ご意見をいただくためのパブリックコメントを開始してお

ります。今後は頂いたご意見を反映し計画を完成させ、来年

度の事業実施計画へとつなげていきたいと考えております。 

また、実際のこども園の運営に当たり必要となる教育・保

育内容の研究を、幼稚園教諭・保育士を中心とし、外部の学

識経験者も交えて開始します。 

 

でき、公立幼稚園・保育所が長年築き上げてきた幼児教育・保育を

継承しつつ、より良いものができるよう研究会を開催し研鑽を重ね

ております。今年度の研究内容を基にして、来年度からは職種間の

人事交流にも着手する予定です。 

 

 

 

 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ パブリックコメントの募集  44 日間（4 月 18 日～5 月

31 日） 

○ 計画の確定時期   ７月 

○ 認定こども園の運営方針の決定のための『教育・保育研究会』

の開催 20回 

教育・保育研究のための学識経験者招聘 12 回 

  

○ パブリックコメントの募集 44日間（4月 18日～5月 31日） 

意見数 9件 

○ 計画の確定時期   ７月 20 日  

○ 計画概要版の総配布数  約 4,500 枚 

○ 認定こども園の運営方針の決定のための『教育・保育研究会』

の開催 ２８ 回（予定含む） 

うち教育・保育研究のための学識経験者招聘 ８回（予定含む） 

招聘時以外にも常にメール等で指導助言を受けている。この研

究に基づき 29 年度は実際の人事交流を行う予定。 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

計画を確定し推進することにより、教育・保育の質の更なる向上、

低年齢児の保育所入所枠の拡大、保護者の就労状況にかかわらず同

一施設の利用、3 歳児以上への幼児教育の提供、施設の集約化によ

る適正な人員配置、老朽化への対応などの施設環境の改善などが図

れます。 

  

 策定した基本計画に基づき、より具体的な地域ごとの幼保一元化

による認定こども園開設のための実施計画の策定に着手していきま

す。一定の案ができましたら、29年度において子ども・子育て会議

や教育委員会会議での検討や、パブリックコメント、地域での説明

会などを開催し、実施計画の確定を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

本年 4 月には市内１０か所の放課後児童会の中で、4 校

で定員を大きく上回る申し込みがありましたが、教育委員会

及び小学校との連携により開設場所を確保することができ、

入会を待機していただくことなく新年度をスタートするこ

とができました。 

しかし、保育所ニーズの高まりはそのまま放課後児童会ニ

ーズの高まりであること、また、子育て支援新制度の施行に

伴い本市の条例において基準を定めました面積要件などを

平成 31 年度までにクリアしなければならないことや、施設

の老朽化などのことから、開催場所の確保は重要な課題であ

ります。本年度は教育委員会、小学校のご協力のもとこの課

題の解消に向けて検討を行い、放課後児童会の今後の安定し

た運営を図らなければならないと考えております。 

また、『柏原市子ども・子育て会議』におきましても、放

課後児童会の運営手法などについての検討に着手していた

  

 教育委員会・各小学校と協議を重ねた結果、余裕教室の有

効利用により 10 校中 9 校については、開設場所としてそれ

ぞれ 1 教室を恒久的に確保できました。これにより、本市条

例において定めた面積やクラス人員の要件をクリアするとと

もに、定数そのものも増やすことができ、12 月議会におい

て放課後児童会の定数条例の改正を行いました。クラス増に

対応するための指導員等の人材の確保につきましても、常時

募集を行い現時点での不足は生じておりません。この結果、

平成２９年度の入会を 1 月末より受付いたしますが、待機児

童は出ないものと見込んでおります。 

 放課後児童会の運営手法の検討につきましては、安定した

運営を図りながら、引き続き最善の手法について検討を行っ

ていきたいと考えております。 

 

 

放課後児童会の安定した運営手法の検討 

 

 難易度 
 A  概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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だこうと考えております。  

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

開催場所確保に向けては、小学校施設との複合化なども視野に

入れ、本年度の教育総合会議（年２回開催予定）や定例教育委員

会での意見交換を行うとともに、小学校長会との連携を密にし検

討を行っていきます。また、合わせて今後の運営手法などについ

ても７月ごろ開催予定の『柏原市子ども・子育て会議』での検討

ののち、必要であれば会議内に専門部会の立ち上げを行います。 

また、人材確保のため放課後児童会支援員等の３か月ごとの定 

期的な募集、並びに保育の質の向上のために年間３回程度の支援

員研修会の開催も引続き行ってまいります。 

  

 開設場所確保・・・9小学校で 1クラス増 

          定員 8 小学校 90 名→120 名 

             １小学校 ４５名→８０名 

 基準要件・・・・・面積 児童１人当たり おおむね 1.65 ㎡ 

          クラス人数 1 クラス おおむね 40 人 

 人材確保・・・・・市ホームページで常時募集 

          職業安定所での募集 3 回 

          市フェイスブックでの募集 3 回 

 研修会開催・・・・保育の質の向上  3 回開催                 

 運営手法の検討・・安定した運営を行うため開設場所の確保及び

基準のクリアを優先したため、来年度に向け

た課題事項である。 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

放課後児童会の安定した運営と質の高い保育の提供により、子

どもたちの健全な育成を図るとともに、共働きの保護者等が安心

して子供を預け就労を継続することができます。そのため今後も、

入会待機児童ゼロを継続することを目的とします。 

 

 

 

  

 来年度も入会待機児童は 0 人の見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

4 月より民営化いたしました法善寺保育園での、市による

引き継ぎ保育の円滑な実施を本年度は行います。民営化３か

月経過後の本年７月には、保護者の民営化後の感想やご意見

をお聞きするためのアンケートを実施し、その結果を法人と

ともに今後の保育所運営に役立て、よりよい保育の提供がで

きるようにしたいと考えております。 

また、環境面では施設の大規模改修を予定しており、すで

に補助金の内示を受けたことから、法人による入札等の手続

きが終了次第、着工を予定しておりますが、工事に際しては

子どもたちの安全を最優先し、日常の保育に影響がでないよ

う法人との緊密な連携をとっていきたいと考えております。 

 

 

  

 民営化3か月後に法人と共同で行った保護者アンケートで

は、民営化に対しておおむね良好であるとのご意見をいただ

いており、また毎月開催しております保護者・法人・市の三

者協議会においても大きな問題点等のご指摘がないことか

ら、市からの円滑な引継ぎが進んでいるものと考えておりま

す。 

 施設の大規模改修については、8 月に法人から保護者への

事前説明会が開催され、9 月中旬に着工されました。まず、

手狭であった調理室及びランチルームの改修が終了し、法人

の特色の一つである「食育」の一層の質の向上が図れており

ます。また 4 月より受け入れを開始しました低年齢児の保育

室については、寒冷となる冬季までに床暖房が完備され快適

な環境での保育が行われております。現時点で改修工事その

ものに遅れはなく、また安全面においても大きな事故等も発

民営化された法善寺保育園の円滑な運営に対する支援 

 

 

 難易度 

 B 
 達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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生しておらず年度内に終了できる予定で、保育環境の向上が図れ

ます。 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○民営化後も引き続き保護者と市、法人による三者協議会の開催  

年間 12 回 

○保育の引き継ぎ等に関する法人との連絡会議の開催 

 年間 20回 

○保護者アンケートの実施  年間 3 回 

○保護者に対し三者協議会の内容などの情報提供のため『法善寺 

保育園民営化ニュース』（旧：民営化ニュース）の市による発行 

 年間 12回 

  

○民営化後も引き続き保護者と市、法人による三者協議会の開催  

年間 12 回（予定含む）12 月末時点での参加保護者数 10名 

○保育の引き継ぎ等に関する法人との連絡会議の開催 

 年間 １２回（予定含む） 

○保護者アンケートの実施  年間２回（7 月・2 月） 

○保護者に対し三者協議会の内容などの情報提供のため『法善寺 

保育園民営化ニュース』（旧：民営化ニュース）の市による発行 

 年間 12回（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

民営化後も市が定期的に関わることにより円滑な保育の引き継

ぎが行えるため、子どもたちへの環境の変化の影響を最小限にで

きます。また、保護者に対してはアンケートの実施や、紙媒体に

よる情報の提供及び定期的な話し合いの場を設けることで、民営

化に関する不安解消を促進します。 

  

 当市において初めての公立保育所の民営化と合わせて施設の大

規模改修を行いましたが、おおむね良好な状態で終結できるものと

考えております。今回の民営化において出現したさまざまな課題と

その解決方法を検証し、今後進めていく幼保一元化による就学前施

設の再編整備に十分に生かすことで、当市の幼児の教育保育環境の

更なる向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

子育てに対する不安や負担、孤独感を解消するため、現在

市内で実施している子育て支援事業を網羅し紹介する情報

誌『子育てほっと情報』を発行しておりますが、本年度は民

間の活力を生かし、紙面の刷新を行いより見やすいものとし

ます。また、官民協働事業により発行部数の増、並びに市の

負担の軽減を図ります。 

この冊子をママプラスで保育士が家庭訪問をする際に持

参し内容の説明を行い各種支援事業へと繋げていくことに

より、子育て世帯の孤立化を防ぎ子どもたちの健やかな成長

を図るとともに、保護者の不安解消に役立てていきたいと考

えております。 

また、冊子を有効に活用し、柏原市の子育て支援事業を市

外に積極的に紹介することにより、子育て世代の市内流入の

促進を図ります。 

  

 「柏原市子育てほっと情報」協働発行事業は平成 27 年度

12 月より協働事業者の一般募集を開始し、公募型プロポー

ザルによる選定を行い、28 年 1 月には業者と協定を締結し、

平成28年5月に平成２８年度の情報誌を発行することがで

きました。 

内容に関しては、平成 27 年度の情報誌よりサイズが倍に

なり、より見やすくなるとともに掲載情報も増やすことがで

き、発行部数も対前年の 1.5 倍となりました。また、発行費

用についても市の負担は 0 円となり、一定の財政効果もあっ

たと考えております。平成 29 年度の発行誌につきましても、

引き続き官民協働事業として取り組むとともに、掲載情報の

精査や紙面づくりの更なる見直しを行い、子育て世帯にとっ

て有益な情報誌となるよう努力してまいります。 

 

『子育てほっと情報誌』の一層の充実 

 

 

 難易度 

 B 
 概ね達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 『子育てほっと情報』誌発行部数  3,000 部 

○ 市内不動産紹介店舗等への冊子の設置  市内 13 店舗 

○ 市内大学内への冊子の設置   市内 2 大学 

冊子閲覧アプリでの携帯電話等での閲覧を可能にする。 

  

『子育てほっと情報』誌発行部数  3,000 部 

 配布・設置状況 

○子育て世帯に対し 

 ・出生届提出時や転入時の児童手当申請受付の際に窓口にて配布 

 ・4 ケ月、1 歳半検診時に配布 

 ・ママプラス訪問時に配布 

○一般市民に対し 

 ・市内公共施設に設置 

 ・市内スーパーに設置（1 ケ所） 

 ・市内金融機関に設置（５ヶ所） 

 ・市内大学キャンパスに設置（2ヶ所） 

 ・市内不動産紹介店舗への設置（１２ヶ所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 子育てほっと情報誌を有効に活用し、親子教室やつどい 

の広場などの子育て支援事業利用者を対前年比５％増やす

とともに、子育てに関する相談件数を対前年比１０％増やす

ことで、子育て中の保護者の不安、負担、孤独感の解消を図

ることができます。 

 

  

○ 子育て支援事業利用者 平成２７年度 延べ 50,021 人 

              ↓ 

             平成２８年度 延べ 51.800 人 

                （見込み）    

 

○ 子育て相談件数    平成２７年度延べ 555 人 

              ↓ 

             平成２８年度延べ 495 人 

                （見込み）  

 

少子化が進む中、子育て支援事業の利用者については大幅な増

は見込めませんが、今後も一人でも多くの子育て世帯に参加して

いただき、子育て中の保護者の不安、負担、孤独感の解消を

より一層図ることができるよう、事業内容や周知方法に工夫

を凝らしていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・公立幼稚園及び公立保育所の保育所の再編整備について、再編整備計画のとおり推進すること。 

 ・０歳児、１歳児の待機児童対策を早急に進めること。 

 

 

市長評価 （Ｂ）奨励 ： 頑張って目標を達成し、満足できる結果である。さらなる向上を目指してもらいたい。 

 

市長のコメント 



 

07健康福祉部  1 

 

平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

◆妊産婦及び乳幼児とその保護者に対して保健指導、健康診

査、訪問指導を実施し、具体的な対応策を指導することに

より育児に対する知識の習得や不安の軽減を図るととも

に、安心して子どもを産み育て、親と子が共に成長できる

よう妊産婦や乳幼児の母子保健の充実を図ります。 

 

 ◆妊婦期の全数面接実現のため、保健センターに来られてい

ない方々に対して、保健師の電話による問い合わせと支援

を行い、両親教室への案内を行いました。 

さらに、乳幼児健診未受診者に対しする全数把握を実施し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部長マニフェスト（評価及び検証） 

母子保健事業の充実 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○昨年度までの受動的な取り組みではなく、妊娠届出書提出

時に保健センターで保健師が全数面接を行い、妊婦が安心

して出産・育児ができるように努めます。 

●全数面接 

保健師８人で年間約５００人の妊婦と面接 

 

 

  

○本年度も、保健センター、本庁（市民課）、国分出張所の 3

か所で妊娠届を受理しております。保健センターに来所し

ていただいた方には、来所時に保健師が面接を行い、その

他で届出された方には、再度保健センターへの来所を促し

ている。 

●面接件数（１2 月末現在） 

妊娠届 ３８４件 面接数 245 件  

面接実施率 ６３．８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

保健師による妊婦に対する全数面接、いわゆる「ファースト

コンタクト」を開始することで、友達づくりや妊娠、出産へ

の不安を軽減するため開催しております両親教室への参加

につなげ、母子保健の推進に努めます。 

  

「ファーストコンタクト」を実施したことで、「両親教室」へ

の参加者が昨年度に比べ大幅に増加しました。 

 

両親教室（月 1 回）参加者数  

H28 年度   妊婦１４３人   その他６９人 

H2７年度    妊婦  ８０人    その他４０人 

＊Ｈ２８は 1 月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

◆健康寿命の延伸を図るため、生きがいを持って社会参加で

きるような介護予防活動に取り組みます。高齢者が主体的

に参加し、自らが担い手となり、居場所づくり、健康づく

り、地域の助け合いの拠点となる地域サロン等を開設しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆高齢者が徒歩圏内で自主的に介護予防に取り組め、高齢者

の集いの場となる地域サロン等の新規開設に取り組みまし

た。 

具体的な方法として、地域で自主的に介護予防に取り組む

活動のリーダー役となる「地域介護予防推進員（ボランテ

ィア」の育成し、推進員と老人会等とが連携した地域の中

での居場所づくりや「百歳体操」の普及等、介護予防活動

の推進に取り組みました。 

 また、地域の拠点の一つとして、認知症カフェの取組を支

援しました。 

 

 

 

 

 

高齢者の生きがいと社会参加の推進 

 

 

 難易度 

 S 
 達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○地域サロン開設数 

  １０か所から１５か所に増設 

●地域サロン参加者数 

  H27 3,683 人 → H28 4,000 人 

 

○認知症カフェ 

  国分地区 月１回 → 月２回 

  柏原地区 新規開設 

●認知症カフェ参加者数 

 H27 19 人 → H28 40 人 

 

  

○地域サロン等の増設  ２３箇所に増設しました。 

●参加者数       約８，５００人（見込）でした。 

 

○認知症カフェ 

国分地区 毎月２回定期開催しました。 

柏原地区 ２箇所新規開設を支援しました。 

●参加者数 

参加されたご本人やご家族は７９人（１２月末）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

地域サロンや認知症カフェへの参加者を増やすことにより、

新たに介護予防や認知症予防に対する取組方法を増やすこ

とができます。 

 

  

高齢者の、仲間づくりや、生きがいづくり、社会参加の推進

が図られ、将来において、高齢者が要介護状態となるのを予

防し、介護給付費等の抑制につながると期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

◆高齢者の生活支援のため、一人暮らし高齢者の見守り活動

や認知症高齢者に対する理解や支援、徘徊高齢者への対応

等、高齢者が安心して暮らせるよう支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆高齢者の見守りネットワークの充実に向け民間事業者との

連携等に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の安心できる暮らしの実現 

 

 

 難易度 

 S 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○徘徊高齢者の見守り活動 

市内介護事業者「柏原市徘徊高齢者ＳＯＳネットワー 

ク」に加え新たに市内コンビニエンスストアーにも協力

を求めていきます。 

●協力事業所 ２７か所から１０か所増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○徘徊高齢者の見守り活動を充実しました 

本市とセブンイレブン（市内６店舗）との包括連携協 

定の締結が合意され、徘徊高齢者等の早期発見・保護等 

についても協力していただけることになり、協力事業所 

は６か所増となりました。 

さらに、他のコンビニエンスストアーチェーンや市内 

金融機関等とも、見守り活動の協力に向け依頼している 

ところです。 

●協力事業所  33 か所（12 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

協力事業所が３７か所に増えることで、早期発見の精度が 

上がり、認知症の高齢者の不慮の事故を未然に防止すること

ができます。 

 

  

現時点では、目標値を達成できていませんが、高齢者の見 

守り活動への協力事業所が増えたことにより、徘徊高齢者等

の早期発見・事故防止に繋がるものと期待されます。 

また、引き続き協力事業所の充実を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

◆障害者が就労を通じて社会へ踏出す環境を整えることに

より、障害の有無によって分け隔てられることなく、個人

として尊重され、その尊厳にふさわしい暮らしが実現でき

る共生の地域社会づくりを目指します。 

 今年度については、就労支援コーディネータ－、精神保健

福祉士で構成する柏原市地域就労支援センターとの連携

強化に加え、関係部署の就労支援員との連携を図り、短期

間で就労に結び付けることが困難な事例についても支援

を強化し、障害者からの就労相談の幅を広げることにより

相談件数の増加に繋げます。 

 

 

 ◆平成25年4月1日より障害者の法定雇用率が0.2%引き

上げられ、一般企業では 2.0%、国及び地方公共団体につ

いては 2.3%となりました。また障害者を雇用することが

必須とされる事業主の範囲も、従業員数56人以上から50

人以上に変更され、障害者にとって就労の機会が、より拡

大されています。 

この様な背景を受け、本年度では健康福祉部の就労支援員 

との連携を一層強化するとともに、障害者が利用している 

計画相談事業所（民間事業所）と、就労希望についての意 

思疎通図ってまいりました。これらの取組みにより、障害 

者就労を一層強化することができました。 

 

 

 

 

障害者就労支援 

 

 

 難易度 

 S 
 達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○障害者からの就労相談人数  目標値 29 人 

（平成 27 年 12 月末値である 24 人＋5 人） 

●障害者の就労等人数  目標値 20 人 

（平成 27 年 12 月末目標値・13 人、実績値 17 人） 

 

  

○今年度の就労相談件数は 12 月末現在 66 人で、目標値、

昨年実績とも大幅に更新しました。 

●内、就労に至った実人数は５３人で、目標値、昨年実績と

も大幅に更新しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

就労専門機関である柏原市地域就労支援センター、ハローワ

ーク、障害者就業・生活支援センター、市役所関係部署の連

携を強化し、就労相談件数を増やすことで、障害者が就労す

る環境を整えることができます。 

 

  

年 2 回開催される就労支援四課連絡会議（産業振興課・生活

福祉課・障害福祉課・教育委員会指導課）及び随時開催であ

る四課実務担当者会を通じて、産業振興課・柏原市地域就労

支援センター及び生活福祉課就労支援員と連携し、障害者が

就労するための相談環境を整えることにより、障害者の就労

支援の強化を図ることができました。また、ハローワーク、

障害者就業・生活支援センター等、外部の関連団体において

も、本市の就労支援関係者に対して専属の実務担当者を設置

していただくなど、本市と一体となった障害者就労を支援す

ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑤           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

◆生活困窮者のうち、要保護者に対しては生活保護制度を適

用し、適正実施を行うとともに、生活保護に至る前の段階

にある生活困窮者に対し、個々の実情を把握し、生活相談

支援や就労支援等を実施することにより自立の促進を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆生活困窮者の自立促進を図るため、支援調整会議において、

個々の相談者に即したプランニングを行い、庁内外の関係

機関と情報を共有、連携を密にし、包括的な支援を行いま

した。 

 また、就労支援を就労準備事業と一体のものとして取り組

みを進め一定の成果を上げることができました。 

 相談件数は、昨年度と比較すると若干減少しているものの、

一般就労者数は、12 月末現在、昨年度 33 名であったも

のが 45 名と大幅に増加しております。 

生活困窮家庭への支援 

 

 難易度 

 A 
 達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ジェネリック医薬品の普及率５％向上を目指し、医療扶助費の 

抑制を図ります。 

●普及率（数量ベース）  H27 ５２％ → H28 ５７％ 

 

○生活困窮世帯に対し、「こどもの学習支援事業」を実施します。 

●学習支援対象児童 ２０人 

  

○ジェネリック医薬品の普及率向上を図るため、レセプト、

処方箋を精査し、新薬から変更できるジェネリック医薬品

がある場合は、担当のケースワーカーが個々に訪問時など

に説明と服用の依頼を行い、さらに医療担当者から主治医

や調剤薬局に対しても依頼を行いました。 

●普及率（数量ベース） Ｈ28(12 月審査分)    66.2％ 

＊今後は国の指標である７５％に向け、ひき続き取り組 

みを進めていく。 

 

○「子どもの学習支援事業」は平成 28 年 7 月より、ほのぼ

の国分にて毎週火・水曜日の夜間に実施を開始しました。 

●学習支援利用児童実人数(12 月末現在) 

中学 3 年生 6 名 

中学 2 年生 2 名 

中学 1 年生 3 名 

（内、3 年生 4 名が 2 日とも学習しており、延べで 

14 名となっております。） 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

ジェネリック医薬品の普及・促進を図ることにより、医療扶助費

の抑制を図ることができます。 

生活困窮世帯の子どもに対し、学習支援を行うことにより、自立

の促進を図ることができます。 

  

12月末現在の医療扶助費は昨年同期に比較し約3,500万円

減少しており、これは保護世帯数の減などの要因と併せ、ジ

ェネリック医薬品の普及率の向上による効果が現れているも

のと考えております。 

子どもの学習支援を利用する中学 3 年生 6 名は、長期間不登

校であった、学習の習慣が身についていない、学習に対する

意欲が少ない、など様々な問題を抱えていたが、マンツーマ

ンに近いかたちで寄り添いながら支援を続けた結果、全ての

者が高等学校への進学を希望するようになりました。 

この結果、高校卒業後の就労、また大学等への進学、など、

将来的には本人及び世帯の経済的自立が望めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・妊婦の面接率を１００％に近づけるよう取組を進めること。 

 ・生活保護の業務は順調にすすめることができていると評価している。 

 ・さまざまな見守り活動を推進するために、民間企業との連携を進めること。 

 

 

 

市長評価 （Ｂ）奨励 ： 頑張って目標を達成し、満足できる結果である。さらなる向上を目指してもらいたい。 

 

市長のコメント 



  

08都市デザイン部  1 

 

平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

人口の減少と高齢化社会を背景として、２０年、３０年先

を見据えた安心で快適な都市経営を持続可能とするために、

医療、福祉施設、商業施設等や住居等がまとまって立地し、

公共交通が連携するコンパクトなまちづくりに継続して取

組む。 

  ２７年度に引き続き、今年度においても都市的土地利用や農地・

緑地の推移、開発許可の状況等、また、人口推移に伴う中心商業市

街地における賑わいの動向などの把握に努め、今年度策定の公共施

設等総合管理計画の再配置計画（案）を基に検討を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市デザイン部長マニフェスト（評価及び検証） 

コンパクトなまちづくりに向けた計画的な土地利用の検討 

 

 難易度 

 S 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・モデル地区の立案については、公共施設の統廃合、配置計 

画等が密接に関連することから、公共施設等総合管理計画と 

の連動や整合性を図り、継続して検討を進める。 

・空家等対策推進事業を推進する。 

 

 

  

 モデル地区の立案については、公共施設等総合管理計画との連動

や整合性を図り、引き続き検討を進める。 

 また、空家等対策推進事業については、協議会を開催し、計画策

定に向け進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・第４次柏原市総合計画施策目標の「必要な都市機能がまと 

まった利便性の高い良好なまちづくりの推進」に基づき、今 

後の都市づくりの指針となる。 

・市内の空家の実態調査を実施し、対策計画を策定すること

で、今後は計画に基づき、利活用も含め、まちづくりの中で

空家等対策の推進が図れる。 

  

 ・コンパクトなまちづくりについては、将来的な構想として本市

の特性を踏まえ、既存の計画との整合を図り安全で住みよいまちの

実現を目指す。 

 ・空家等対策推進については、今年度に計画を策定する。 

今後は、計画に基づき、利活用も含め、まちづくりを推進すること

で活性化に繋がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

平成２０年７月、「柏原市耐震改修促進計画」を策定し、

既存建築物の耐震診断や耐震改修についての補助制度を構

築しています。 

 平成２８年度においても補助制度を継続し、より事業の推

進に向けて、制度の啓発に重点をおき、住宅所有者の耐震化

への支援の拡充に取り組み、まちの耐震性能の向上を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

  

耐震化の促進を加速するために、耐震改修補助金の３０

０，０００円上乗せを継続できるよう大阪府と協議・連携を

行ない確保に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害に強いまちの構築 

 

 難易度 

 B 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・平成２８年度耐震診断件数（目標値）：３０戸 

・平成２８年度耐震改修件数（目標値）：１５戸 

 

【参考】実績件数 

・平成２７年度 耐震診断：２０戸 

        耐震改修： ６戸 

 

  

・平成２８年度耐震診断件数：２５戸 

・平成２８年度耐震改修件数： ４戸 

 

 ※耐震改修については、申請後に改修費用が高額になるため、断

念されるケースも見受けられる。また、高齢者世帯の増加により、

今後、空家対策と連鎖する可能性もあり、より積極的な制度の推進

に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

耐震化の促進により地震発生時の倒壊建物が減少し、まち

の耐震性能の向上が図れる。 

  

 建物所有者の自主的な取組みをできる限り支援することで、耐震

化の阻害要因を解消又は軽減が図れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

安全で安心して移動できる歩道のバリアフリー化を推進

するとともに、道路の拡幅により、車の通行が困難な危険個

所の解消を目指し、広域交通網では、良好な市街地の形成と

交通渋滞の解消を図るため、ハード・ソフト両面の取組みを

行う。 

 また、道路の維持管理については、計画的な維持補修に取

組むとともに、点検パトロールの強化や、多くの市民との協

働により、安全の確保や利便性の向上と美化活動にも取組

む。 

 

 

 

 

  

 交通バリアフリー基本構想に基づく特定経路や危険な通学路な

どについて、優先的に歩道整備や道路改良を行ない、合わせて国道

２５号の交通渋滞を解消するため、大阪国道事務所と協議を進め

た。また、国土交通省へは引き続き渋滞解消対策を講じていただく

よう要望活動も行った。 

 道路の維持管理については、「舗装修繕計画」に基づき、老朽化

した舗装面の補修工事の進捗を図っている。 

 橋りょうについては、「橋りょう長寿命化計画」に基づき、計画

的な補修と合わせて耐震補強に向け、関係機関協議や設計業務を進

めている。また、日常の道路パトロールや市民からの通報による道

路の破損等については、迅速に対処している。 

 

 

 

効果的・効率的な道路整備と維持管理の推進 

 

 

 難易度 

 S 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・JR 柏原駅西口交差点歩道設置工事 

・林道信貴太平寺線整備事業（予備設計調査業務） 

・上市法善寺線道路整備事業（用地・建物の鑑定及び用地交

渉） 

・国分寺大橋調査設計業務（調査及び設計） 

・玉手橋老朽化対策検討業務 

・田辺旭ヶ丘線再評価業務 

・土砂災害特別警戒区域内既存建物移転・補強補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・JR 柏原駅西口交差点歩道設置工事 

  工事進捗中（年度内完成予定） 

・林道信貴大平寺線整備事業（予備設計調査業務） 

  業務進捗中（年度内完了予定） 

・上市法善寺線道路整備事業（用地・建物の鑑定及び用地交渉） 

  ３件の補償算定を実施中（金額提示後交渉開始） 

・国分寺大橋調査業務（調査及び設計） 

  業務進捗中（年度内完了予定） 

・玉手橋老朽化対策検討業務 

  業務進捗中（年度内完了予定） 

・田辺旭ヶ丘線再評価業務 

  再評価委員会を平成２９年２月より開催予定 

・土砂災害特別警戒区域内既存建物移転・補強補助金 

  実績なし。 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・JR 柏原駅西口交差点の歩道整備を行うことで、歩行者の

安全確保が図れる。 

・林道信貴大平寺線整備及び上市法善寺線道路整備を行うこ 

とで、車両、歩行者の安全性が確保され、また渋滞緩和も図 

れる。 

・国分寺大橋は、地域防災計画において、地域緊急交通路に 

位置づけられている重要な橋であり、耐震補強を行うこと 

で、重要な役割を果たせる。また、橋りょう長寿命化計画に 

基づく修繕により、ライフサイクルコストの低減と長寿命化 

の図ることができる。 

・田辺旭ヶ丘線の再評価は事業の必要性や費用対効果等の分 

析を行い、事業手法や施設規模の見直し等を実施すること 

で、今後の道路整備事業に反映できる。 

・土砂災害特別警戒区域内の建築物に対し、住民自らが実施

する移転及び補強対策に対し、その一部分について助成を行

うことで、災害防止対策の推進が図られる。 

  

誰もが安全で安心して移動できるための歩道整備、道路

の拡幅や交通危険個所の解消などに取り組むことにより

利便性の向上に繋がり、良好な市街地の形成が保たれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

交通安全施設の整備や適切な管理を行うとともに、放置自

転車を減らし、車両や歩行者の安全を確保して、市民が安心

できるよう交通環境の向上に取組みます。 

 また、警察・交通安全協会と連携し、交通ルールの遵守を

呼びかけて、交通安全意識の高揚を図り交通事故防止に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車等放置自転車禁止区域内で放置自転車ゼロを目指

し、啓発活動に努めた。結果、昨年度と比較しても削減につ

ながった。また、交通安全意識の高揚を図るため、昨年同様

に交通安全キャンペーンや交通安全教室などを警察署と連携

を図り、より充実した内容で実施を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全対策の推進 

 

 難易度 

 S 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・放置自転車等への警告札貼付枚数：５０００枚以下 

・交通安全キャンペーン等の啓発活動の実施回数：３０回以

上 

・柏原駅東自動車駐車場の使用台数：１０台/日以上 

 

  

・放置自転車等への警告札貼付枚数：７７００枚 

 ※貼付枚数増加については、柏原駅西側で交差点歩道設置工事の

着工に併せて放置自転車の対策強化するため、今までは買い物等で

一時的な駐輪車には声掛けで対応していたが、事故や混乱防止のた

め警告札貼付を強化したため枚数が増加した。 

 ・交通安全キャンペーンの啓発実施回数：３５回 

 ・柏原駅東自動車駐車場の使用台数：9.4台/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

交通安全施設の適切な管理や交通安全キャンペーンなど

の継続的な啓発により交通安全意識が向上し、交通事故抑止

を行うことにより、市民が安心できる交通環境が確保され

る。また、公共交通の利用促進により交通渋滞の緩和に繋が

る。 

  

道路交通法改正により、自転車に関する違反項目が設置

されたことを受け、「交通安全市民の集い」や「柏原市民

総合フェスティバル」等で市民に広く啓発活動を実施し

た。このような交通安全に対する活動を根気よく継続的

に行うことにより、交通安全に対する意識向上が図られ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑤           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

地域のインフラとして愛着のある、安全で快適な公園・広

場の確保を目指す。また、本市土砂等による土地の埋め立て

等の規制に関する条例の改正を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 地域の公園として、愛着を深めていただけるように草刈、剪定、

清掃などの作業を地域と共同で取り組むように働きかけを行なっ

た。また、実施にあたっては、清掃用具、ごみ袋の支給や迅速なゴ

ミ袋の収集に努め、安全で快適な公園管理を目指した。 

 

 

安全で快適な公園や広場などの確保及び緑の環境の保全 

 難易度 

 S 
 概ね達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・大県２丁目地内公園整備工事 

・柏原市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例 

の改正を行うため、必要となる手続きに着手する。 

 

  

・大県２丁目地内公園整備工事については、２８年５月よ

り地元協議を進め、１１月中頃より工事着手し、２９年

２月末完成予定です。また、完成に併せて地域協働によ

る管理協定を締結する予定で協議を進めている。 

 ・市土砂条例改正に向け、大阪府と条例の内容や運用方針につい

て協議を行い、また近隣市町村の内容も踏まえ市条例改正（案）

を引き続き検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・大県２丁目地内で公園を整備することで、地域での安全で 

快適な公園が確保でき、また、防災公園としての機能も確保 

できる。 

・土砂等による埋立て等の行為について、適正な規制を行う 

ことにより、災害の防止及び生活環境の保全に繋がる。 

 

  

・市内の利用頻度の多い公園から順に安心・安全に利用

していただくために、不具合発生時の迅速な対応や緊急

連絡先等を明記した看板設置等の対応を強化した。 

  ・大阪府技術基準に則った事業者への指導方法等を精査し、引

き続き大阪府と整合性など調整を行い、本市の土砂条例の改正

を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・法善寺駅、堅下駅のバリアフリー化についてスピード感を持ってすすめること。 

 ・大県本郷線の整備に伴い改修が必要となる交差点について改修の検討を進めること。 

 ・市街化区域、市街化調整区域の線引きについて見直しの検討を進めること。 

 

 

市長評価 （Ｂ）奨励 ： 頑張って目標を達成し、満足できる結果である。さらなる向上を目指してもらいたい。 

 

市長のコメント 



 

09上下水道部  1 

 

平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

・水道管路の老朽化、耐震化対策として、緊急遮断弁設置計

画関連工事の円明第一配水池からの流出管の更新を含めた

水道管路の更新・整備を行います。 

 

・危機管理対策として、自己水の安定確保を図るため井戸の

耐震診断を行います。 

 

・安定した配水を行うため機械及び電気設備の更新を行いま

す。 

 ・円明第一配水池からの流出管を含む水道管路の更新・整備

を行いました。 

 

・井戸の耐震診断を行いました。 

 

・機械及び電気設備の更新を行いました。 

 

 

 

 

 

 

上下水道部長マニフェスト（評価及び検証） 

水道管路・施設の効率的な整備、更新の推進 

 

 難易度 

 A 
 達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・水道管路の約３㎞の更新を行います。 

 

・耐震診断が必要な玉手浄水場内の 1 号井戸、2－1 号井戸

の耐震診断を行います。 

 

・新安堂配水池の計装制御盤と田辺配水池の配水流量計の更

新工事を行います。 

 

  

・水道管路、約 2.９㎞の更新となる見込みです。 

 

・９箇所の井戸の内、鉄筋コンクリート構造のため耐震診断

が必要な 1 号井戸、2－1 号井戸の耐震診断を行いました。 

 

・新安堂配水池の計装制御盤と田辺配水池の配水流量計の更

新工事が完了する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・平成 28 年度末では、管路延長約 25６㎞の内約 97 ㎞が

耐震化され耐震適合化率は約 37.9％となります。 

 

・2 個所の井戸につきましては、地震発生時における安全性

の検証ができます。 

 

・新安堂配水池及び田辺配水池の配水区域における給水の安

定性が向上します。 

 

  

・平成 28 年度末で、管路延長 256 ㎞の内約 97 ㎞が耐震

化され耐震適合化率は約 37.9％となる見込みです。 

 

・2－1 号井戸は耐震基準に適合していましたが 1 号井戸は、

耐震基準を満たしていないため補強が必要と診断されまし

た。 

 

・新安堂配水池及び田辺配水池の配水区域における運転管理

が強化され給水の安定性が向上する見込みです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

・汚水整備の推進につきましては、平成 32 年度末の下水道

人口普及率８７．６％の目標に向け、未整備区域の汚水整備

を進めます。 

 

・平成３０年度完成を目標に、市民が大雨時、安全に避難で

きるよう、浸水被害の危険レベルを示す内水ハザードマップ

作成の準備を進めます。 

 

・平成２５年７月から平成３５年３月末までの１０年計画に

おいて、概ね 300 基の浄化槽の設置及び維持管理を行い、

生活排水対策を進めます。 

 

 

  

・平成３２年度末の下水道人口普及率８７．６％の目標に向

け、計画通り整備を進めました。 

 

・平成 30 年度に内水ハザードマップを作成するための準備 

として、今年度は既設管調査を完了する見込みです。 

 

・平成 25 年度から平成 27 年度で設置した 60 基の浄化槽 

の適正な維持管理を行い、平成 28 年度においては、新たに 

10 基設置の見込みです。 

 

 

 

 

公共下水道整備第７次五箇年計画の推進 

 

 

 難易度 

 A 
 達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・平成２８年度において約５ヘクタールの汚水整備を行いま

す。 

 

・内水ハザードマップ作成に必要となる柏原地区の既存管調

査を行います。 

 

・平成２８年度は１０基の浄化槽の設置を行います。 

 

  

・約５ヘクタールの汚水整備が完了する見込みです。 

 

・柏原地区の既存管調査は完了する見込みです。 

 なお、国分地区の既存管調査は既に完了しております。 

 

・平成 28 年 12 月末時点で 8 基の浄化槽を設置しました。 

今年度中に更に 2 基の設置を行い、合計 10 基設置の見込み 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

・汚水整備を進めることにより、平成２８年度末では、人口

普及率約８５．５％となります。 

 

・既存管調査をすることにより、内水ハザードマップ作成に

必要な浸水シミュレーションの準備が整います。 

 

・平成２５年７月から平成２８年度末までの 4 年間で、合

計７０基の浄化槽設置ができます。 

 

  

・平成２８年度末では、人口普及率約８５．５％を達成する 

見込みです。 

 

・既存管調査の結果をもとに浸水シミュレーションの準備が 

整う見込みです。 

 

・平成２５年７月から平成２８年度末までの 4 年間で、合計 

７０基の浄化槽設置の見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

・水道料金については、アセットマネジメントの観点から様々なシュミレーションを行うこと。 

 ・府営水の受水量について、継続して企業団と協議を行うこと。 

 

 

市長評価 （Ｂ）奨励 ： 頑張って目標を達成し、満足できる結果である。さらなる向上を目指してもらいたい。 

 

市長のコメント 
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平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

☆ 基準外繰入（赤字補填）の解消 

 

 ・患者数を増やすため、柏原市内、藤井寺市、八尾市の診療

所や介護施設へ訪問し市立柏原病院をアピール。 

・初診時選定療養費導入で、病診連携の役割分担を明確にし、

診療所からの紹介患者を増やす。 

・７対１入院基本料を維持するため、重症度、医療・看護必

要度を基準値以上に維持。 

・新たな加算取得への取り組み 

・診療材料の SPD 業務委託により、診療材料費の削減を図

った。 

 

 

 

市立柏原病院事務局長マニフェスト（評価及び検証） 

病院経営改善 

 難易度 

 S 
 一部達成 

 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

☆ 年間病床稼働率   85％以上 

 ☆ 入院診療単価    4.5 万円以上 

 ☆ 外来診療単価    1.1 万円以上 

 ☆ 診療報酬改定に合わせた診療報酬請求増加への取組 

 ☆ 診療材料費の削減 

  

・年間病床稼働率  ７８．７％ 

・入院診療単価  ４．２９万円 

・外来診療単価  ０．８７万円 

・７対１入院基本料維持による効果額 約４千万円 

・新たな加算取得による効果額 520 万円 

・診療材料費の削減効果額 ２３７万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

☆ 一般会計からの赤字補填を解消し、経営の安定を図る

ことにより、市民が安心して暮らせるよう、市立柏原病院を

中心とした地域医療体制が確立し、よりよい医療を継続して

提供することができる。 

  

・１２月時点では、昨年度より医業収支が約４千万円減少し

ているが、冬場になり病床稼働率、外来患者数も伸びてきて

おり昨年以上の改善に向け努力をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

☆ 救急医療体制の充実（外科救急の充実） 

☆ がん医療の充実 

☆ 周産期医療の充実 

☆ 地域連携の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・外科救急については整形外科医の１名減少などで、人員確

保ができず昨年通りの体制を維持することが精一杯の状況で

ある。 

・H28 年４月に大阪府がん診療拠点病院の指定を受け、緩和

ケアチームを発足させた。又、精度の高いマンモグラフィー

機器に更新しがん医療の充実を図った。 

・女性の産婦人科医師の復帰により女性外来を再開した。 

・地域医療連携係の職員（MSW）を４人体制とし病診連携

や、介護施設等との連携を強化充実させた。 

 

 

 

 

 

医療提供体制の充実 

 

 難易度 

 A 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

☆ 救急受入患者数   150 件／月 以上 

 ☆ 手術件数      130 件／月 以上 

 ☆ 分娩件数       35 件／月 以上 

 ☆ 紹介患者率       50％ 以上 

  

・救急受入患者数     １４０件／月 

・手術件数         ９５件／月 

・分娩件数         ２６件／月 

・紹介患者率        ４８．２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

☆ 市民がいつでも安心して治療を受けることができる。 

  

・市民アンケートにもあるように、市民は医療提供体制の充

実を望まれている（重要度の第１位）。当院は、市民がいつで

も安心して治療を受けられる「救急体制」の充実と柏原市で

安心して子どもを生むことができるよう分娩体制の充実に努

めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

 

☆ 大阪府が策定した「地域医療構想」並びに「市立柏原

病院あり方検討委員会の答申内容」を踏まえ、国の新公

立病院改革ガイドラインに基づき平成３２年度までの

期間の改革プランを策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・公立病院改革ガイドラインにおいて、公立病院の改革推進

にあたり、「経営の効率化」と「再編・ネットワーク化」、「経

営形態の見直し」が旧改革ガイドラインと同様に明記されて

いるが、新たに「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」が

加えられた。 

この地域医療構想とは、平成 26 年 6 月に成立した医療介

護総合確保推進法に基づく取り組みであり、大阪府において

平成２８年３月に策定され、病床機能の分化や連携など、医

療提供体制の再構築を図るとされている。現在、地域医療構

想を踏まえた新改革プランを策定中である。 

 

 

 

 

病院改革プランの策定 

 難易度 

 A 
 未達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

☆ 改革プランには、 

  ・地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

  ・経営の効率化 

  ・再編、ネットワーク化 

  ・経営形態の見直し 

  の４項目を柱に、策定を行う。 

  

・地域医療構想では 2 次医療圏内の患者状況を把握の上、病

床を、「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の４分類

に分け、必要病床数を提示された。 

当院のある中河内医療圏では、急性期病床が多く、逆に回

復期病床が少ないと見込まれていることから、急性期病床の

一部を回復期病床である緩和ケア病床（１７床）に機能転換

するため、取組んでいる。 

・経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し

については、平成２７年３月の市立柏原病院あり方検討委員

会の答申を踏まえた改革プランを策定中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

☆ 地域医療構想を踏まえた市民ニーズを満たし、また、経

営の安定化を図ることにより地域住民に対し、より安全で安

心できる医療を継続して提供することができる。 

  

市民アンケートによると、医療体制の充実が、重要度の 1 番

目に掲げられていることから、当院としても、市民ニーズを

満たし経営の安定化に向け最大限の努力を行い、より安全で

安心できる医療を継続して提供できるように努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

 ・安定した形で緩和ケアチームのスタートを切ること。 

 ・市立柏原病院として寄附を受け入れる制度を整えること。 

 ・市民とともに作り上げる病院をテーマとして経営に臨むこと。 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

市長のコメント 
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平成 2８年度 部長マニフェスト（評価及び検証） 

 

 

 

 

重点課題 ①           

 

 

（評価検証）平成２８年１２月３１日 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

昨年実施しました「学校教育に関するアンケート調査（満

足度調査）」では、「基礎学力を付け、学習意欲を高める取組

み」に関しては、満足度が高いとは言えない結果でありまし

た。また、今年１月の「柏原市市民意識調査」でも、「教育

指導」に関して重要度に比べ満足度が低いとの結果から、学

力向上を大きな教育課題として位置づけ、平成２８年度の学

校教育に係る基本目標を「柏原の教育力の向上に向けて 一

人ひとりに確かな学力を育むために」と定め、その達成に向

けた取組みを進めます。 

○ 教員の授業力や児童・生徒の学習意欲の向上を目指しま

す。 

・全小・中学校が取り組む学力向上策として、今年度から３

 児童・生徒の学力の状況につきましては、平成２８年度の「全国

学力・学習状況調査」（小学６年生と中学３年生対象）や「チャレ

ンジテスト」（中学生のみ対象）の結果は、昨年度より大阪府の平

均正答率を上回る教科が増え、上向き傾向にあるものと判断してお

ります。今後ともこれまでの取組みを継続していくことが必要で、

平成２８年５月に策定しました今年度から３年間の「かしわら

っ子はぐくみプラン（学力向上編）」に基づき、各小中学校に

おいて取組みを進めています。小学校での放課後学習支援事

業（ＳＡＳ事業等）や中学校での学力向上推進講師等による

補習事業も継続実施しています。 

また教員の授業力向上に向け、経験年数に応じた研修等を

実施し、新たに中学校教科別授業実践発表会をこの３月に実

教育部長マニフェスト（評価及び検証） 

子どもたちの確かな学力の確立 

 

 難易度 

 A 
 一部達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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年間の「かしわらっ子はぐくみプラン（学力向上編）」を策

定します。 

・全小学校で学習習慣の定着と基礎学力向上のため、放課後

学習支援事業（SAS 事業など）を充実させます。 

・教員の経験年数に応じた研修を実施します。 

・中学校での塾講師（学力向上推進講師）等による補習事業

等を実施します。 

施します。 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 学力向上への組織体制確立のため「学力向上対策委員会」 

及び「学力向上推進委員会」を設置し、各小・中学校ごとに

実施計画を立て、その取組を進めます。 

○ 今年度から小学１年生から６年生全員を対象に学力状

況などを把握するため「かしわらっ子はぐくみテスト」を実

施します。 

○ 小学校全校で「柏原市スタディアフタースクール事業（Ｓ 

ＡＳ）」の指導内容を充実して実施します。 

○ 民間教育産業の人材（塾講師）や教材、資料の活用を推 

進します。 

・中学校６校で、塾講師（学力向上推進講師）や学力向上推

進補助指導員による補習事業を対象学年や科目を各校

の実情に応じて実施します。 

  

学力向上への組織体制確立のため、「学力向上対策委員会」

を３回、「学力向上推進委員会」を８回それぞれ開催しました。 

新たに市内全児童を対象とする「かしわらっ子はぐくみテスト」

を平成２９年１月１１日に実施しました。今後、児童個々の結果を

経年比較しながら、児童に応じた学力向上の取組みを進めます。 

全ての小学校で、児童の学習支援として大阪教育大学や関

西福祉科学大学の学生の協力を得て、「柏原市スタディアフタ

ースクール事業（ＳＡＳ）」を前期後期合わせて２１６回（１

２月末現在）実施し、３７９人が参加しています。 

また中学校においては、学力向上推進講師（塾講師等）や

学力向上推進補助指導員による指導を放課後の補習に加え、

一部の学校には正規授業にも広げました。その結果、全中学

校での実施状況は補習事業を６５回、延べ１，０８０人、授

取組結果・実施状況 アウトプット 
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業を１１回、延べ１１５人が受講しています。 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 全国学力・学習状況調査やチャレンジテストの各教科・ 

区分における本市の平均正答率が、大阪府の平均正答率を上

回ります。 

○ 市民意識調査における「教育指導」の集計結果 

満足度≧重要度 

  

全国学力調査の平均正答率は、小学生（６年生）では、昨年度全

教科で大阪府平均を下回りましたが、今年度は国語Ｂで大阪府平均

を０．３ポイント上回りました。国語Ａは０．７（昨年度府平均と

の差３．２）ポイント、算数 A は２．２（同２．９）ポイント、

算数Ｂは１．８（同４．２）ポイントそれぞれ大阪府平均を下回り

ましたが、その差は昨年度に比べ大きく改善しております。 

 また中学生（３年生）でも、昨年度全教科で大阪府平均を下回り

ましたが、今年度は国語Ｂで大阪府平均を０．７ポイント上回りま

した。国語Ａは０．２（同０．４）ポイント、算数 A は１．５（同

３．８）ポイント、算数Ｂは１．８（同３．２）ポイントそれぞれ

府平均を下回りましたがその差は大きく減少しています。 

今年度のチャレンジテスト（中学３年生）の結果は、大阪府平均

より国語０．８ポイント、理科０．３ポイントそれぞれ上回り、一

方、数学０．４ポイント、社会０．２ポイント、英語３．３ポイン

トそれぞれ大阪府平均を下回りました。 

市民意識調査における「教育指導」の集計結果は、満足度

が２．９５（昨年度３．１０）で重要度は４．３１（同４．

３５）となり、満足度と重要度との乖離は続いています。 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ②           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

子どもたちが、安全・安心な質の高い空間で学び、生活が

できるよう、いじめ問題を含め、学校内外における安全・安

心の確保に努めることが必要です。そのため、児童・生徒が

安心して学校生活を送れるよう、また保護者や学校支援ボラ

ンティア、地域の関係団体の協力を得て、安全確保のための

方策を講じます。また、耐震化工事などによる安全な施設環

境の構築や学校の適正規模化など教育環境の質的向上を図

ります。 

○ いじめ問題等へは実態把握に努めるとともに徹底した啓 

発・啓蒙を行い、学校と教育委員会が連携する体制を更に進

めます。 

○ 安全、安心な学校施設の環境整備を引き続き進めます。 

○ 市立小・中学校の適正規模・適正配置を向けた将来的な 

基本方針を策定します。 

○ 柏原中学校区学校施設統合整備事業の今後の取組みを明

示します。 

 いじめへの早期発見等の対応としましては、「柏原市立小中学校

生活アンケート」を年２回実施し、いじめ撲滅に向け教育委員会と

しての新たな取組みを児童・生徒や保護者への周知を図っていま

す。 

学校施設の環境整備につきましては、今年度で全小学校での校舎

耐震化工事が完了し、中学校の校舎耐震化へは残る１校の工事設計

業務を進め、来年度中の耐震工事の完成を予定しております。また、

空調設備の設置につきましては、全小・中学校の図書室や音楽室、

保健室、支援学級教室等への空調設置が完了し、今後は中学校から

普通教室への空調設置を進めます。更に、国分中学校グラウンド拡

張のための用地を確保しました。 

人口減少や少子化に伴う市立小・中学校の今後のあり方につきま

しては、「市立小・中学校の適正規模・適正配置基本方針」を９月

に策定し、それに従って６中学校区ごとの取組みを進めています。 

 

教育環境の整備 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 全児童・生徒を対象にいじめ等の実態把握のため、市で 

統一した「柏原市立小中学校生活アンケート」を年２回実施

します。 

○ 柏原小学校及び柏原東小学校の校舎の耐震化工事、小・ 

中学校の特別室などの空調設備の設置工事を進めます。 

○ 市立小・中学校の適正規模・適正配置に向けた考え方や

今後の方向性を示した基本方針をこの秋までに策定します。 

○ 柏原中学校区学校施設統合整備事業について、基本構想、

基本計画及び PFI 事業に係る可能性調査の結果を受けての

今後の取組みを明示します。 

○ 堅上小学校及び堅下南小学校へ遠隔地から通学する児童

を対象にスクールバスの運行を継続します。 

○ 「次世代教育を考える会」を継続します。 

  

全児童・生徒を対象に「柏原市立小中学校生活アンケート」６月、

１０月の２回実施しました。 

柏原小学校及び柏原東小学校の校舎耐震化工事を完了し、また平

成２９年度中の柏原中学校校舎の耐震化に向け、工事設計業務を実

施しました。 

学校施設への空調設備の設置につきましては、小学校３校及び中

学校３校の図書室や音楽室等への設置を完了しました。普通教室へ

の空調設置につきましては、中学校から導入に向けた計画を策定

し、来年度中の１中学校への空調設置に向け進めています。 

今後の学校のあり方につきましては、市立小・中学校の適正規

模・適正配置基本方針を９月に策定しました。それを受け、今後は

柏原中学校区での施設一体型小中一貫教育校の設置や国分中学校

区内の小規模化する小学校への対応を行っていきます。 

小規模特認校である堅上小学校の校区外から通学する児童の登

下校時に、また堅下南小学校へ通学する１～３年生の登校時にそれ

ぞれスクールバスの運行を継続しました。 

「次世代教育を考える会」を３回開催し、最終的にはその成果を

まとめた冊子「（仮称）これからの学校」を全児童・生徒の家庭へ

配布します。 

 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 学校生活アンケートにおける「学校生活が楽しい」児童・

生徒を増やします。 

○ 市民意識調査における「教育環境」の集計結果 

満足度≧重要度 

  

今年度の第１回学校生活アンケートの結果から、「学校生活が楽

しい」と答えた児童・生徒の割合は、小学６年生と中学１年生にお

いて増加しました。また、いじめ関係の質問項目では、児童におい

ては減少し、生徒では増加傾向にあります。なお、いじめの認知度

が増えているのは、教職員の意識変革がなされ、児童・生徒への目

が行き届いていることの表れだと認識しています。 

市民意識調査における「教育環境」の集計結果は、満足度

が３．０９（昨年度は３．３２）で重要度は４．４２（同４．

４７）となり、その乖離は広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ③           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

教育の機会は、全ての子どもたちに保障することが求めら

れています。支援を必要とする子どもには、障がいの状況に

応じて、一人ひとりのニーズに対する適切な教育を進めま

す。また、経済的な理由によって就学が難しい子どもの保護

者に対して、必要な援助を行い、適切かつ迅速な就学支援に

努めます。 

○ 「いじめ」、「不登校」及び「支援教育」について、適切 

な支援や配慮が可能となるよう臨床心理士であるスクール

カウンセラー（ＳＣ）や子ども支援教育専門相談員による相

談体制を継続します。 

○ 不登校児童・生徒に対し、適応指導教室においてカウン 

セリングや学習支援などを行います。 

○ 障がいのある子どもたちの移動、日常生活の介助及び学 

習面を支援します。 

○ 就学援助費や支援教育就学奨励費をそれぞれの基準に基 

づき、速やかに支援を実施します。 

 教育はその機会の平等性を担保することが求められ、支援

を必要とする子どもには、それぞれの障がいの状況に応じた

適切な教育が必要であります。また、経済的な理由によって

就学が難しい子どもの保護者に対して、必要な援助を行い、

適切かつ迅速な就学支援に努めています。 

「いじめ」、「不登校」及び「支援教育」への対応につきまし

ては、臨床心理士であるスクールカウンセラー（ＳＣ）や子

ども支援教育専門相談員、スクールソーシャルワーカー（Ｓ

ＳＷ）を配置し、児童・生徒及び保護者等へ支援しています。 

障がいのある子どもたちの移動や日常生活の介助、学習面

を支援として、介助員の確保に努め、適正に配置しています。 

就学援助費や支援教育就学奨励費をそれぞれ適正な基準に

基づき、速やかに支援を実施しています。 

 

 

教育機会の均等と確保 

 

 難易度 

 A 
 概ね達成 自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 小学校のスクールカウンセラー（ＳＣ）及び子ども支援

教育相談員による相談を教育研究所だけでなく小学校への

巡回相談を合わせて３８４回実施します。 

○ 小学校・中学校へ必要な介助員を適正に配置します。 

○ 就学援助費のうち、昨年度までの中学１年生の「新入学

学用品費」を今年度から小学６年生に「中学校入学準備金」

として支給します。 

  

小学校のスクールカウンセラー（ＳＣ）や子ども支援教育相談員

による相談（巡回相談を含む）を２８４回（１２月末現在）実施し

ました。 

幼小中学校の介助員につきましては、幼稚園５人（１２月末）、

小学校３２人（同）及び中学校１４人（同）を適正に配置していま

す。 

就学援助費のうち新たに小学６年生へは「中学校入学準備金」を

３月中に支給します。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 児童や保護者などが抱える不安や悩みの解消に努めま 

す。 

○ 障がいをお持ちの児童・生徒の保護者の負担を軽減しま 

す。 

○ 就学援助などが必要な保護者へ支援を実施します。 

  

小学校のスクールカウンセラー（ＳＣ）や子ども支援教育相談員

が児童や保護者等から受けた相談件数は、延べ２，２５２件（１２

月末現在）で、その内訳は保護者が７０４件（同）、教職員が５９

０件（同）、児童が３８７件（同）となっています。 

就学援助費につきましては、認定基準の適正化に努めた結果、児

童５０４人、生徒３８６人合わせて８９０人（１２月末現在）へ支

給しています。また、支援教育就学奨励費を児童４８人（同）、生

徒２１人（同）へ支給しています。 

取組結果・実施状況 アウトプット 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ④           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

「地域の子は、地域で育てる」の意識を高めて、青少年が

たくましく健やかに成長することを目標に、学校、家庭及び

地域社会が一体となり青少年の育成を進めます。 

○ 子どもの安全の確保や青少年健全育成活動の推進しま 

す。 

○ 青少年講座の充実します。 

・青少年講座を市内の大学と連携して開催します。 

 青少年の健全育成で重要なことは、「地域の子は、地域で育

てる」の意識を高め、学校、家庭及び地域社会が一体となっ

て関係事業を進めることにあります。 

子どもたちが生活技術の習得や生きる力を伸ばすため、今年度も

「通学合宿」を開催しました。 

「放課後子ども教室」を全小学校で開催し、また「青少年講座」

等も引き続き開催しました。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 「放課後子ども教室」を市内全小学校 10 校及び１団体

で実施し、その参加者数を昨年度実績以上とします。 

○ 青少年講座を主催し、その受講者数を昨年度実績以上と 

  

地域の方々からの協力を得て実施する「通学合宿」は、９月１１

日から１３日まで堅下小及び堅下北小の４年生等２１人が参加し

ました。 

青少年の健全育成 

取組結果・実施状況 アウトプット 

 難易度 

 A 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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します。 

○ 社会教育団体や青少年育成団体等が行う事業を支援しま 

す。 

「放課後子ども教室」は、市内全小学校 10 校及び１団体に

おいて、全１２９回（１２月末現在）開催し、参加者数は３，

４２６人（同）となっています。 

青少年講座は、「青少年つり入門」や「昆虫観察」、「歴史」 

等７講座を開催し、１８２人の受講者がありました。また、

スマイルランドでの自主事業として、「絵画教室」や「クリス

マスリース作り教室」を開催し、４１人の参加がありました。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

子どもたちが地域とのつながりの中で健全に育つまちの

実現を目指します。 

○ 市民意識調査における「青少年の健全育成」の集計結果 

満足度≧重要度 

  

市民意識調査における「青少年の健全育成」の集計結果は、 

満足度が３．２５（昨年度３．４１）で重要度が４．３７（４．

４７）となり、その乖離は続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑤           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

市民の健康への関心が高まる中、スポーツによる健康増進

を図るため、スポーツが健康増進や体力向上にもたらす効果

など、スポーツの重要性に関する情報を市民へ提供するとと

もに、誰もが身近な地域で気軽にスポーツに親しむことがで

きる機会づくりや、新たなスポーツの普及を目指します。ま

た、新たなスポーツ施設の整備に向けた事業を進めます。 

○ 市民のスポーツへの参加を推進します。 

・第４回スポーツフェスティバルｉｎ柏原や２０１７柏原シ

ティキャンパスマラソン、柏原市チャレンジデー２０１６を

開催します。 

・関係部局と連携し、サイクルスポーツの普及に向け、取り

組みます。 

○ スポーツ環境を充実します。 

・法善寺地区内に（仮）恩智川多目的遊水地市民スポーツ広

場を平成３０年度開場に向け、設置を進めます。 

 スポーツを通じて、市民の健康増進を図る目的で、柏原市

チャレンジデー２０１６を平成２８年５月２５日に、第４回

スポーツフェスティバルｉｎ柏原を平成２８年１１月５日に

それぞれ実施しました。なお、２０１７柏原シティキャンパ

スマラソンについては、一般部門の出場者から参加料を求め、

平成２９年２月１９日に開催します。また、新たな市民スポ

ーツ施設として（仮）恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場

を今後とも設置に向け進めています。 

リビエールホール前に伝言板（リビボード）を設置し、サ

イクリング愛好者の拠点となるよう努めています。 

スポーツの振興 

 難易度 

 B 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○ 第４回スポーツフェスティバルｉｎ柏原への参加者を昨

年度実績以上とします。 

○ ２０１７柏原シティキャンパスマラソンへの参加者を昨

年度実績以上とします。 

○ 柏原市チャレンジデー２０１６への市民参加率を昨年度

実績以上とします。 

○ （仮）恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場での使用可

能な競技種目を決定 

し、測量・設計を行います。合わせて、市民対象に利用に関

するアンケート調査を実施します。 

○ 運動広場や体育施設の柔軟な管理・運営を図ります。 

○ 市立体育館での多彩なスポーツ教室を開催し、その参加

者を昨年度実績以上 

とします。 

学校体育施設の利用者を昨年度実績以上とします。 

  

第４回スポーツフェスティバルｉｎ柏原への参加者は、６，

４９１人で昨年度実績（７，２３４人）を超えることはでき

ませんでした。 

柏原市チャレンジデー２０１６への市民参加率は７２．

８％で昨年度実績６８．２％を上回りました。 

（仮）恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場の設置に向け

ては、予定地の測量を完了し、市民へ利用に関するアンケー

ト調査を平成２８年５月２７日から６月１６日まで実施しま

した。 

市立体育館では、スポーツ教室を９２９回（１２月末現在）

開催し、その参加者数は２０，４８７人（同）でした。 

学校体育施設の利用者数は２０６，９８４人（同）でした。 

 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

市民が気軽にスポーツを楽しめる環境づくりに努めます。 

○ 市民意識調査における「スポーツ振興」の集計結果 

満足度≧重要度 

  

市民意識調査における「スポーツ振興」の集計結果は、満

足度が３．１４（昨年度が３．３５）で、重要度が３．８３

（同３．８６）となり、その乖離は小さく維持しています。 

取組結果・実施状況 アウトプット 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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重点課題 ⑥           

 

 

 

 

★目指す方向の実現に向けて、今年度は何をするのか？ 

 

 

全ての世代のライフステージや市民ニーズに応じた多様

な学習の内容や環境を整えるとともに、学習により習得した

知識や技術を地域に還元できる地域社会を目指し、ライフス

テージに応じた多様な学習機会を提供します。 

○ 社会教育施設を使用した生涯学習を推進します。 

・指定管理者による自然体験学習施設（スマイルランド）と

竜田古道の里山公園の一体的な管理・運営を実施します。 

○ 公民館の活用を進めます。 

○ 図書館の活用を進めます。 

○ 文化財の保存、整備及び活用を進めます。 

・史跡鳥坂寺跡地公有化事業を進めます。 

 ライフステージに応じた多様な学習機会を確保するため、

生涯学習に関するイベント、講座及び教室などの開催情報を 

記載した「かしわら生涯学習情報ニュース」を半年ごとに２

回発行しました。 

 昨年度オープンした自然体験学習施設（スマイルランド）

は、竜田古道の里山公園との一体的な利用の促進を図るため、

指定管理者による管理・運営を開始しました。 

公民館では、市民ニーズに応じて２５講座（春・秋期講座

９講座、教養・基礎講座等１６）を、また市民文化祭を１０

月８日から３０日までの土日祝日の９日間開催しました。 

図書館では、市民の利用促進に向け SNS を活用して図書館のイ

ベント情報などを積極的に行っています。また主催行事を７２回、

共済行事を３３回開催し、今年度は国分図書館で新たな取組みとし

て、「としょかんマルシェおはなしのもり」を１０月３０日に開催

生涯学習の充実 

 難易度 

 B 
 概ね達成 

自己評価 

取組結果・実施状況 遂行目標 
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しました。 

歴史資料館では、企画展３回、文化講演会２回、市民歴史大学３

回文化財講座や体験教室２回を開催しました。 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

○自然体験学習施設を活用した事業を実施します。 

・自然体験学習施設 利用者数：１８,０００人以上 

・竜田古道の里山公園 来園者数：昨年度実績以上 

○ 多様なニーズに応じた公民館講座を開催します。 

・公民館講座 受講者数：４５０人以上 

・市民文化祭 参加者数：１５,０００人以上 

○ 図書館利用者数等と拡大します。 

・図書貸出冊数：４５０,０００冊以上  

・貸出人数：１２５,０００人以上 

○ 幼児向けの「お話会」や「紙芝居等」を始め、多様なニ 

－ズに対応した図書館行事を開催します。 

・「お話会」及び「紙芝居等」の参加者数：１,８００人以上 

○ 市民文化会館（リビエールホール）を利用した市民参加 

型イベントを開催します。 

・リビエールホールでの市民参加型イベントへの参加者数：

７,０００人以上 

○ 歴史資料館の企画展や史跡高井田横穴の特別公開を実施 

します。 

  

自然体験学習施設（スマイルランド）につきましては、指

定管理者による管理・運営（公園を含む）を開始しました。

平成２８年１２月末現在（）内は昨年度実績（９か月間） 

・自然体験学習施設利用者数：１６，６４２人（６，５０３

人） 

・竜田古道の里山公園来園者数：８，８５４人（６，６８１

人） 

公民館の各講座等開催状況 

・講座受講者数：４２２人 

・市民文化祭参加者数：１３，８９８人 

図書館の利用者数と貸出冊数 

・貸出人数：９０，３０８人 

・図書貸出冊数： ３２４，７０４冊 

・「お話会」及び「紙芝居等」の参加者数：３，５９０人 

・としょかんマルシェおはなしのもり来場者：５５０人でう

ち大人２９１人、子ども２６９人となりました。 

市民文化会館（リビエールホール）の利用人数：１４，２０

４人（１２，８５７人） 

取組結果・実施状況 アウトプット 
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・歴史資料館来場者：１８,０００人以上 

・史跡高井田横穴特別公開参加者：３００人以上 

○ 国の史跡に指定された鳥坂寺跡地民有地のうち約２,０６ 

４㎡を公有地化します。 

歴史資料館等の利用状況 

・歴史資料館来場者：１４，９６７人 

・史跡高井田横穴特別公開参加者：１９７人 

・「柏陽庵」利用者数：１，３４６人 

国の史跡に指定された鳥坂寺跡地民有地のうち約２,０６４

㎡を公有地化しました。 

 

★その取組により、何をどのような状態にするのか？   

 

誰もが気軽に学習ができる環境づくりに努めます。 

○ 市民意識調査における「生涯学習」の集計結果 

満足度≧重要度 

 

  

市民意識調査における「生涯学習」の集計結果は、満足度

が３．１０（昨年度は３．２５）で重要度は４．０２（同４．

０８）となり、その乖離が小さいことから市民の満足度を維

持している状態にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組結果・実施状況 アウトカム 
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  （評価日）平成２９年２月６日 

   

 

 ・学力向上に関しては、教職員がモチベーションを持ち続けられるよう配慮すること。 

 ・教育環境の整備は計画を前倒しして、重点的に進めること。 

 ・こどもの貧困、いじめへの取組を深化させていくこと。 

 ・恩智川多目的遊水地の稼働に向けた準備をすすめること。 

 

 

市長評価 （Ｃ）期待 ： 一定の目標は達成できたが、もうひと頑張り。今後に期待する。 

市長のコメント 


